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１ 精神保健福祉法の見直しについて  

 

 昨年７月に相模原市の障害者支援施設で発生した殺傷事件を受けて、厚生労

働省に設置した「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止

策検討チーム」の報告書において、事件の再発防止のため、措置入院者への退

院後の医療等の継続的な支援を行うこと等が報告されている。  

 また、昨年 10 月に精神保健指定医の指定の不正申請を行った者などの指定

取消処分を行っており、再発防止を図る必要がある。加えて、平成 25 年の精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の附則に医療

保護入院の入院手続の在り方等について施行後３年の見直し規定が置かれて

いることを踏まえて、制度見直しを行う必要がある。  

こうしたことについて、厚生労働省に設置した「これからの精神保健医療福

祉のあり方に関する検討会」における精神保健福祉法の見直しの議論を踏まえ、 

本年２月 28 日に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正す

る法律案」を国会に提出しているので、その内容についてご承知置きいただき

たい。 

 なお、本改正により措置入院者の退院後の医療等の継続的な支援の仕組みを

導入することに関しては、保健所及び精神保健福祉センターにおいて退院後支

援計画の企画・立案や計画に基づく支援の調整等に必要となる精神保健福祉士

の配置に要する経費について、平成 29 年度から地方財政措置を講じることと

している。各地方自治体におかれては、平成 29 年度から可能な範囲において、

措置入院者の退院後支援の実施や、実施に向けた準備を進めていただきたい。 
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改
正

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

以
下

の
措

置
を

講
ず

る
。

１
．
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
配
慮
す
べ
き
事
項
等
の
明
確
化

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
義
務
と
し
て
、

精
神

障
害

者
に

対
す

る
医

療
は

病
状

の
改

善
な

ど
精

神
的

健
康

の
保

持
増

進
を

目
的

と
す

る
こ

と
を

認
識

す
る

と
と

も
に

、
精

神
障

害
者

の
人

権
を

尊
重

し
、

地
域

移
行

の
促

進
に

十
分

配
慮

す
べ

き
こ

と
を

明
記

す
る

。
２
．
措
置
入
院
者
が
退
院
後
に
医
療
等
の
継
続
的
な
支
援
を
確
実
に
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
の
整
備

措
置

入
院

者
が

退
院

後
に

社
会

復
帰

の
促

進
及

び
そ

の
自

立
と

社
会

経
済

活
動

へ
の

参
加

の
促

進
の

た
め

に
必

要
な

医
療

そ
の

他
の

援
助

を
適

切
か

つ
円

滑
に

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

以
下

の
よ

う
な

退
院

後
支

援
の

仕
組

み
を

整
備

す
る

。
(1

) 
措

置
を

行
っ

た
都

道
府

県
・政

令
市

が
、

患
者

の
措

置
入

院
中

か
ら

、
通

院
先

の
医

療
機

関
等

と
協

議
の

上
、

退
院

後
支

援
計

画
を

作
成

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
患

者
の

帰
住

先
の

保
健

所
設

置
自

治
体

が
別

に
あ

る
場

合
は

、
当

該
自

治
体

と
共

同
し

て
作

成
）

(2
) 
退

院
後

は
、

患
者

の
帰

住
先

の
保

健
所

設
置

自
治

体
が

、
退

院
後

支
援

計
画

に
基

づ
き

相
談

指
導

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
(3

)
退

院
後

支
援

計
画

の
対

象
者

が
計

画
の

期
間

中
に

他
の

自
治

体
に

居
住

地
を

移
転

し
た

場
合

、
移

転
元

の
自

治
体

か
ら

移
転

先
の

自
治

体
に

対
し

て
、

退
院

後
支

援
計

画
の

内
容

等
を

通
知

す
る

こ
と

と
す

る
。

(4
) 
措

置
入

院
先

病
院

は
、

患
者

等
か

ら
の

退
院

後
の

生
活

環
境

の
相

談
に

応
じ

る
「
退

院
後

生
活

環
境

相
談

員
」
を

選
任

す
る

こ
と

と
す

る
。

３
．
精
神
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
の
設
置

保
健

所
設

置
自

治
体

は
、

措
置

入
院

者
が

退
院

後
に

継
続

的
な

医
療

等
の

支
援

を
確

実
に

受
け

ら
れ

る
よ

う
、

精
神

障
害

者
支

援
地

域
協

議
会

を
設

置
し

、
（
１

）
精

神
科

医
療

の
役

割
も

含
め

、
精

神
障

害
者

の
支

援
体

制
に

関
し

て
関

係
行

政
機

関
等

と
協

議
す

る
と

と
も

に
、

（
２

）退
院

後
支

援
計

画
の

作
成

や
実

施
に

係
る

連
絡

調
整

を
行

う
。

４
．
精
神
保
健
指
定
医
制
度
の
見
直
し

指
定

医
の

指
定

の
不

正
取

得
の

再
発

防
止

を
図

り
、

そ
の

資
質

を
担

保
す

る
た

め
、

指
定

医
の

指
定

・更
新

要
件

の
見

直
し

や
、

申
請

者
が

精
神

科
医

療
の

実
務

を
行

う
に

当
た

り
指

導
す

る
指

導
医

の
役

割
の

明
確

化
等

を
行

う
。

５
．
医
療
保
護
入
院
の
入
院
手
続
等
の
見
直
し

患
者

の
家

族
等

が
い

な
い

場
合

等
に

加
え

、
家

族
等

が
同

意
・不

同
意

の
意

思
表

示
を

行
わ

な
い

場
合

に
も

、
市

町
村

長
の

同
意

に
よ

り
医

療
保

護
入

院
を

行
う

こ
と

を
可

能
と

す
る

等
、

適
切

な
医

療
の

提
供

を
確

保
す

る
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
概
要

相
模

原
市

の
障

害
者

支
援

施
設

の
事

件
で

は
、

犯
罪

予
告

通
り

実
施

さ
れ

、
多

く
の

被
害

者
を

出
す

惨
事

と
な

っ
た

。
二

度
と

同
様

の
事

件
が

発
生

し
な

い
よ

う
、

以
下

の
ポ

イ
ン

ト
に

留
意

し
て

法
整

備
を

行
う

。
〇

医
療

の
役

割
を

明
確

に
す

る
こ

と
－

医
療

の
役

割
は

、
治

療
、

健
康

維
持

推
進

を
図

る
も

の
で

、
犯

罪
防

止
は

直
接

的
に

は
そ

の
役

割
で

は
な

い
。

〇
精

神
疾

患
の

患
者

に
対

す
る

医
療

の
充

実
を

図
る

こ
と

－
措

置
入

院
者

が
退

院
後

に
継

続
的

な
医

療
等

の
支

援
を

確
実

に
受

け
ら

れ
、

社
会

復
帰

に
つ

な
が

る
よ

う
、

地
方

公
共

団
体

が
退

院
後

支
援

を
行

う
仕

組
み

を
整

備
す

る
。

〇
精

神
保

健
指

定
医

の
指

定
の

不
正

取
得

の
再

発
防

止
－

指
定

医
に

関
す

る
制

度
の

見
直

し
を

行
う

。

改
正
の
趣
旨

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
超

え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

政
令

で
定

め
る

日
（１

．
に

つ
い

て
は

公
布

の
日

）（
予

定
）

施
行
期
日

改
正
の
概
要
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帰
住

先
の

保
健

所
設

置
自

治
体

が
退

院
後

支
援

計
画

に
沿

っ
て

相
談

指
導

を
実

施
し

、
支

援
全

体
を

調
整

※
計

画
の

期
間

中
に

患
者

が
転

出
し

た
場

合
、

転
出

先
に

計
画

内
容

等
を

通
知

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
求

め
に

応
じ

、
相

談
支

援
に

必
要

な
情

報
を

提
供

○
病

院
管

理
者

が
退

院
後

生
活

環
境

相
談

員
を

選
任

（
病

院
に

お
け

る
退

院
後

支
援

の
中

心
的

役
割

）

○
病

院
管

理
者

が
、

院
内

の
多

職
種

で
退

院
後

支
援

ニ
ー

ズ
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

（
省

令
改

正
）

○
症

状
消

退
届

に
以

下
を

記
入

（
省

令
改

正
）

①
ア

セ
ス

メ
ン

ト
結

果
②

退
院

後
支

援
計

画
に

関
す

る
意

見

措
置

入
院

先
病

院

○
都

道
府

県
知

事
等

は
、

症
状

消
退

届
を

踏
ま

え
て

、
措

置
解

除

※
１

措
置

入
院

の
期

間
が

短
い

場
合

等
は

、
措

置
解

除
後

速
や

か
に

退
院

後
支

援
計

画
を

作
成

※
２

帰
住

先
の

保
健

所
設

置
自

治
体

、
入

院
先

病
院

、
通

院
先

医
療

機
関

（
必

要
に

応
じ

て
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
、

本
人

・
家

族
）

等
か

ら
構

成

症
状

消
退

届

参
加

・
調

整

都
道

府
県

・
政

令
市

帰
住

先
の

保
健

所
設

置
自

治
体

（
都

道
府

県
、

保
健

所
設

置
市

、
特

別
区

）

２
．
措
置
入
院
者
等
に
対
す
る
退
院
後
の
医
療
等
の
支
援
を
継
続
的
に
行
う
仕
組
み
の
整
備

○
都

道
府

県
等

は
、

・
患

者
本

人
に

退
院

後
支

援
計

画
を

交
付

・
協

議
し

た
関

係
者

に
計

画
の

内
容

を
通

知

○
都

道
府

県
等

は
、

措
置

入
院

者
が

退
院

後
に

社
会

復
帰

の
促

進
等

の
た

め
に

必
要

な
医

療
そ

の
他

の
援

助
を

適
切

か
つ

円
滑

に
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
原

則
と

し
て

措
置

入
院

中
に

（
※

１
）
、

精
神

障
害

者
支

援
地

域
協

議
会

（
※

２
）
に

お
い

て
関

係
者

と
協

議
の

上
、

退
院

後
支

援
計

画
を

作
成

１．
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
配
慮
す
べ
き
事
項
等
の
明
確
化

精
神
障
害
者
に
対
す
る

医
療
の
役
割
を

明
確
化
す
る
必
要

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
義
務
と
し
て
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
医
療
は
病
状
の
改
善
な

ど
精
神
的
健
康
の
保
持
増
進
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
精
神
障
害
者
の

人
権
を
尊
重
し
、
地
域
移
行
の
促
進
に
十
分
配
慮
す
べ
き
こ
と
を
明
記
す
る
。
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○
保

健
所

設
置

自
治

体
は

、
措

置
入

院
者

が
退

院
後

に
継

続
的

な
医

療
等

の
支

援
を

確
実

に
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
精

神
障

害
者

支
援

地
域

協
議

会
を

設
置

し
、

（
１

）
精

神
科

医
療

の
役

割
も

含
め

、
精

神
障

害
者

の
支

援
体

制
に

関
し

て
関

係
行

政
機

関
等

と
協

議
す

る
と

と
も

に
（
代

表
者

会
議

）

（
２

）
退

院
後

支
援

計
画

の
作

成
や

実
施

に
係

る
連

絡
調

整
（
個

別
ケ

ー
ス

検
討

会
議

）

を
行

う
。

○
代
表
者
会
議

地
域
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
支
援
体
制
の
構
築
を
目
的
と
し
て

開
催
。

①
協
議
内
容

・
地

域
の

精
神

科
医

療
機

関
の

役
割

分
担

や
連

携
・

関
係
機
関
間
の
情
報
の
共
有
方
法

・
措
置
入
院
の
適
切
な
運
用
の
在
り
方

等

②
参
加
者

・
市
町
村
、
警
察
等
の
関
係
機
関

・
精
神
科
医
療
関
係
者

・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

・
障
害
者
団
体
、
家
族
会

等

○
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
（
調
整
会
議
）

措
置
入
院
患
者
に
つ
い
て
、
退
院
後
支
援
計
画
の
作
成
や
、

実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
。

①
協
議
内
容

退
院
後
支
援
計
画
の
作
成
、
実
施
に
係
る
連
絡
調
整

②
参
加
者

・
都
道
府
県
・
政
令
市
の
職
員
（
計
画
作
成
時
）

・
措
置
入
院
先
病
院
（
計
画
作
成
時
）

・
措
置
入
院
者
の
帰
住
先
の
保
健
所
設
置
自
治
体
の
職
員

・
措
置
入
院
者
の
帰
住
先
の
市
町
村
の
職
員

・
退
院
後
の
通
院
先
医
療
機
関

・
必
要
に
応
じ
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、

本
人
・
家
族

等

精
神
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
（
運
用
の
イ
メ
ー
ジ
）

３
．
精
神
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
の
設
置

※
両

会
議

に
お

け
る

課
題

や
結

論
を

相
互

に
反

映

い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
事
例
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て

→
行
政
、
医
療
、
警
察
の
間
の
連
携
に
つ
い
て
協
議

･
確
固
た
る
信
念
を
持
っ
て
犯
罪
を
企
画
す
る
者
へ
の
対
応

･
入
院
後
に
薬
物
使
用
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
連
絡
体
制

⇒
該

当
す

る
場

合
は

別
途

個
別

に
連

携
し

て
対

応
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平
成

2
5
年

改
正

精
神

保
健

福
祉

法
の

施
行

後
３

年
後

見
直

し
の

規
定

等
を

踏
ま

え
、

以
下

の
改

正
を

行
う

。

①
医

療
保

護
入

院
に

係
る

手
続

の
見

直
し

医
療

保
護

入
院

の
手

続
に

お
い

て
、

患
者

本
人

と
の

関
係

悪
化

等
を

理
由

に
家

族
等

が
同

意
、

不
同

意
の

意
思

表
示

を
行

わ
な

い
場

合
に

、
患

者
に

対
し

て
適

切
な

入
院

医
療

を
提

供
す

る
観

点
か

ら
、

市
町

村
長

同
意

に
よ

る
医

療
保

護
入

院
を

行
う

こ
と

を
可

能
と

す
る

。

②
措

置
入

院
者

・医
療

保
護

入
院

者
に

対
す

る
入

院
措

置
を

採
る

理
由

の
告

知

都
道

府
県

知
事

又
は

政
令

市
長

が
措

置
入

院
を

行
っ

た
場

合
に

、
措

置
入

院
者

に
対

し
て

行
う

告
知

の
内

容
に

、
入

院
措

置
を

採
る

理
由

を
追

加
す

る
。

病
院

管
理

者
が

医
療

保
護

入
院

を
行

っ
た

場
合

も
医

療
保

護
入

院
者

に
対

し
て

同
様

の
告

知
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

※
現

行
で

は
、

入
院

措
置

を
採

る
旨

、
退

院
請

求
に

関
す

る
こ

と
、

入
院

中
の

行
動

制
限

に
関

す
る

こ
と

を
告

知
。

③
措

置
入

院
が

行
わ

れ
た

場
合

の
精

神
医

療
審

査
会

に
よ

る
審

査
の

実
施

都
道

府
県

知
事

又
は

政
令

市
長

は
、

措
置

入
院

を
行

っ
た

場
合

に
、

措
置

入
院

の
必

要
性

に
つ

い
て

精
神

医
療

審
査

会
（
指

定
医

、
精

神
障

害
者

の
保

健
福

祉
に

関
す

る
学

識
経

験
者

、
法

律
家

に
よ

る
三

者
構

成
）の

審
査

を
求

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

す
る

。

①
指
定
の
不
正
取
得
の
防
止
【
通
知
改
正
】

指
定
医
の
指
定
に
係
る
診
断
・
治
療
に
関
す
る
経
験
を
、
ケ
ー
ス
レ
ポ
ー
ト
の
み
で
は
な
く
、
口
頭
試
問
に
よ
り
実
践
的
に
確
認
。

②
指
定
医
の
資
質
の
確
保

指
定
更
新
（
５
年
）
に
当
た
り
、
研
修
受
講
だ
け
で
な
く
、
措
置
診
察
や
精
神
医
療
審
査
会
へ
の
参
加
な
ど
の
指
定
医
業
務
の
実
績
を

要
件
と
す
る
と
と
も
に
、
指
定
・
更
新
時
の
研
修
内
容
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
用
い
た
参
加
型
研
修
を
充
実
。

③
指
導
医
の
位
置
づ
け
の
明
確
化

指
導
医
を
一
定
の
要
件
を
満
た
す
指
定
医
と
し
て
位
置
づ
け
、
指
定
申
請
時
の
実
務
経
験
は
、
指
導
医
の
指
導
の
下
に
行
わ
れ
る
べ
き

こ
と
を
法
律
上
明
確
化
。

④
処
分
対
象
者
等
へ
の
対
応

・
指
定
医
の
職
務
停
止
や
取
消
処
分
を
受
け
た
者
に
対
す
る
再
教
育
研
修
の
仕
組
み
を
導
入
。

・
行
政
処
分
に
当
た
っ
て
行
う
聴
聞
通
知
後
に
指
定
医
を
辞
退
す
る
者
に
対
し
て
、
指
定
医
の
取
消
処
分
を
受
け
た
者
と
同
様
に
５
年

間
は
再
指
定
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
確
化
。

精
神

保
健

指
定

医
の

指
定

の
不

正
取

得
の

再
発

防
止

を
図

り
、

そ
の

資
質

を
担

保
す

る
た

め
、

以
下

の
改

正
を

行
う

。

５
．
医
療
保
護
入
院
の
入
院
手
続
等
の
見
直
し

４
．
精
神
保
健
指
定
医
制
度
の
見
直
し
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措
置
入
院
者
の
退
院
後
支
援
の
実
施
に
係
る
平
成
2
9
年
度
の
財
政
措
置

○
措
置
入
院
者
の
退
院
後
支
援
に
係
る
地
方
自
治
体
の
人
員
体
制
に
つ
い
て
は
、

・
退
院
後
支
援
の
企
画
・
調
整
に
必
要
な
専
門
人
材
（
精
神
保
健
福
祉
士
)
の
人
件
費

・
退
院
後
支
援
計
画
に
関
す
る
調
整
会
議
の
開
催
に
係
る
謝
金
等

と
し
て
、
法
施
行
前
の
平
成
2
9
年
度
か
ら
、
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
地
方
交
付
税
が
措
置
さ
れ
る
予
定
。

○
各
地
方
自
治
体
に
お
か
れ
て
は
、
平
成
2
9
年
度
か
ら
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
措
置
入
院
者
の
退
院
後

支
援
の
実
施
や
、
実
施
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
平
成
2
9
年
度
の
自
治
体
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
平
成
3
0
年
度
に
向
け
対
応
を
検
討
し
、
地
域
で
適
切
な

医
療
等
の
支
援
が
行
え
る
体
制
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
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【
概

要
】

○
平

成
27

年
１

月
下

旬
聖

マ
リ

ア
ン

ナ
医

科
大

学
病

院
に

勤
務

す
る

医
師

に
よ

る
指

定
医

の
指

定
申

請
の

た
め

に
提

出
さ

れ
た

ケ
ー

ス
レ

ポ
ー

ト
が

、
過

去
の

指
定

申
請

に
使

用
さ

れ
た

ケ
ー

ス
レ

ポ
ー

ト
の

内
容

と
酷

似
し

て
い

る
旨

、
申

請
を

受
理

し
た

関
東

信
越

厚
生

局
よ

り
情

報
提

供
が

あ
っ

た
。

○
平

成
27

年
４

月
及

び
６

月
厚

生
労

働
省

に
お

い
て

指
定

医
の

申
請

を
行

っ
た

聖
マ

リ
ア

ン
ナ

医
科

大
学

病
院

に
勤

務
す

る
医

師
の

調
査

を
行

っ
た

結
果

、
不

正
申

請
が

疑
わ

れ
る

指
定

医
が

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

精
神

保
健

指
定

医
資

格
審

査
部

会
の

意
見

を
聴

い
た

上
で

、
指

定
申

請
に

当
た

り
、

自
ら

診
断

、
治

療
に

十
分

に
関

与
し

て
い

な
い

患
者

に
つ

い
て

の
ケ

ー
ス

レ
ポ

ー
ト

を
提

出
し

た
と

し
て

、
23

人
の

指
定

医
（申

請
者

11
人

、
指

導
医

12
人

）
の

指
定

の
取

消
を

行
っ

た
。

○
平

成
27

年
10

月
医

道
審

議
会

医
道

分
科

会
の

意
見

を
聴

い
た

上
で

、
指

定
医

取
消

処
分

を
受

け
た

12
人

（
指

導
医

）に
対

し
て

２
ヶ

月
の

医
業

の
停

止
処

分
、

11
人

（
申

請
者

）
に

対
し

て
１

ヶ
月

の
医

業
の

停
止

処
分

を
行

っ
た

。

○
平

成
28

年
10

月
及

び
11

月
聖

マ
リ

ア
ン

ナ
医

科
大

学
病

院
の

指
定

医
の

取
消

処
分

を
契

機
に

、
平

成
21

年
１

月
か

ら
平

成
27

年
７

月
に

指
定

医
の

申
請

を
行

っ
た

者
3,

37
4

人
に

つ
い

て
調

査
を

し
た

結
果

、
不

正
申

請
が

疑
わ

れ
る

指
定

医
が

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

こ
の

た
め

、
医

道
審

議
会

医
師

分
科

会
精

神
保

健
指

定
医

資
格

審
査

部
会

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

指
定

申
請

に
当

た
り

、
自

ら
診

断
、

治
療

に
十

分
に

関
与

し
て

い
な

い
患

者
に

つ
い

て
の

ケ
ー

ス
レ

ポ
ー

ト
を

提
出

し
た

と
し

て
、

89
人

の
指

定
医

（申
請

者
49

人
、

指
導

医
40

人
）
の

指
定

の
取

消
、

４
人

の
医

師
の

新
規

指
定

申
請

の
却

下
を

行
っ

た
。

ま
た

、
指

定
医

を
辞

退
し

た
医

師
の

中
に

、
不

正
申

請
に

関
与

し
た

医
師

６
人

（
申

請
者

４
人

、
指

導
医

２
人

）
が

含
ま

れ
て

い
た

。

精
神
保
健
指
定
医
に
対
す
る
行
政
処
分
等
に
つ
い
て

（
精

神
保

健
福

祉
法

）
精

神
保

健
指

定
医

の
指

定
及

び
指

定
の

取
消

し
第

十
八

条
厚

生
労

働
大

臣
は

、
そ

の
申

請
に

基
づ

き
、

次
に

該
当

す
る

医
師

の
う

ち
第

十
九

条
の

四
に

規
定

す
る

職
務

を
行

う
の

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
を

、
精

神
保

健
指

定
医

（
以

下
「
指

定
医

」
と

い
う

。
）
に

指
定

す
る

。
一

五
年

以
上

診
断

又
は

治
療

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
。

二
三

年
以

上
精

神
障

害
の

診
断

又
は

治
療

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
。

三
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
精

神
障

害
に

つ
き

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

程
度

の
診

断
又

は
治

療
に

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

こ
と

。
四

厚
生

労
働

大
臣

の
登

録
を

受
け

た
者

が
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
研

修
（
申

請
前

一
年

以
内

に
行

わ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）
の

課
程

を
修

了
し

て
い

る
こ

と
。

第
十

九
条

の
二

指
定

医
が

そ
の

医
師

免
許

を
取

り
消

さ
れ

、
又

は
期

間
を

定
め

て
医

業
の

停
止

を
命

ぜ
ら

れ
た

と
き

は
、

厚
生

労
働

大
臣

は
、

そ
の

指
定

を
取

り
消

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
指

定
医

が
こ

の
法

律
若

し
く
は

こ
の

法
律

に
基

づ
く
命

令
に

違
反

し
た

と
き

又
は

そ
の

職
務

に
関

し
著

し
く
不

当
な

行
為

を
行

っ
た

と
き

そ
の

他
指

定
医

と
し

て
著

し
く

不
適

当
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
厚

生
労

働
大

臣
は

、
そ

の
指

定
を

取
り

消
し

、
又

は
期

間
を

定
め

て
そ

の
職

務
の

停
止

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
３

厚
生

労
働

大
臣

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

処
分

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
医

道
審

議
会

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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平
成

２
８

年
１

０
月

２
６

日

医
道

審
議

会
医

師
分

科
会

精
神

保
健

指
定

医
資

格
審

査
部

会

精
神

保
健

指
定

医
の

取
消

処
分

に
つ

い
て

本
日

、
厚

生
労

働
大

臣
か

ら
の

諮
問

を
受

け
、

当
部

会
に

お
い

て
、

精
神

保
健

指
定

医
（
以

下
、

「指
定

医
」
と

い
う

。
）８

９
名

に
つ

い
て

取
消

処
分

を
行

う
こ

と
が

妥
当

と
の

答
申

を
行

っ
た

。

指
定

医
に

つ
い

て
は

、
昨

年
４

月
及

び
６

月
に

聖
マ

リ
ア

ン
ナ

医
科

大
学

病
院

に
お

い
て

、
２

３
名

の
指

定
取

消
処

分
が

行
わ

れ
て

お
り

、
そ

の
後

厚
生

労
働

省
に

お
い

て
過

去
の

申
請

に
つ

い
て

調
査

を
行

っ
た

結
果

、
今

般
、

指
定

の
取

消
に

相
当

す
る

事
案

が
多

数
確

認
さ

れ
た

。

指
定

医
は

患
者

の
意

思
に

よ
ら

な
い

入
院

や
行

動
制

限
の

必
要

性
に

つ
い

て
判

定
を

行
う

医
師

で
あ

り
、

精
神

保
健

福
祉

法
第

１
８

条
に

掲
げ

る
と

お
り

、
精

神
障

害
に

つ
い

て
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
各

分
野

に
わ

た
る

実
務

経
験

な
ど

、
患

者
の

人
権

に
十

分
に

配
慮

し
た

医
療

を
行

う
に

当
た

っ
て

必
要

な
資

質
を

備
え

て
い

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

資
質

を
備

え
る

に
必

要
な

実
務

経
験

の
有

無
を

確
認

す
る

た
め

に
、

指
定

申
請

に
当

た
っ

て
ケ

ー
ス

レ
ポ

ー
ト

の
提

出
を

求
め

て
い

る
が

、
今

般
の

事
案

は
申

請
者

自
ら

の
主

体
的

な
関

わ
り

の
な

い
症

例
の

ケ
ー

ス
レ

ポ
ー

ト
が

提
出

さ
れ

、
こ

れ
に

基
づ

い
て

指
定

が
行

わ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
っ

た
も

の
で

あ
る

。

こ
う

し
た

行
為

は
、

指
定

医
制

度
に

対
す

る
国

民
の

信
頼

を
揺

る
が

す
よ

う
な

行
為

で
あ

り
、

言
語

道
断

で
あ

る
。

ま
た

、
故

意
で

あ
る

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

申
請

者
に

よ
る

不
正

な
申

請
を

指
定

の
要

件
を

満
た

す
申

請
で

あ
る

と
証

明
し

た
指

導
医

の
責

任
も

重
大

で
あ

る
。

指
定

医
に

係
る

審
査

を
行

っ
て

き
た

当
部

会
と

し
て

、
今

回
の

事
案

を
重

く
受

け
止

め
る

と
と

も
に

、
事

案
の

再
発

防
止

に
向

け
た

取
組

が
必

要
と

考
え

る
。

例
え

ば
、

指
定

医
に

求
め

ら
れ

る
精

神
障

害
の

診
断

又
は

治
療

に
従

事
し

た
経

験
の

有
無

を
確

実
に

審
査

で
き

る
手

法
を

導
入

す
る

な
ど

、
適

切
な

対
応

が
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

最
後

に
、

こ
の

よ
う

な
事

案
を

契
機

に
、

指
定

医
に

課
せ

ら
れ

た
役

割
の

重
要

性
に

つ
い

て
改

め
て

認
識

す
る

と
と

も
に

、
精

神
科

医
療

に
対

す
る

国
民

の
信

頼
が

確
保

さ
れ

る
よ

う
、

厚
生

労
働

省
を

は
じ

め
関

係
者

に
強

く
求

め
る

も
の

で
あ

る
。
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について  

 

（１）基本的な考え方 

わが国の地域精神保健医療については、平成 16 年９月に策定した「精神

保健医療福祉の改革ビジョン」において「入院医療中心から地域生活中心」

という理念を明確にし、様々な施策を行ってきた。この間、長期入院患者の

年齢階級別の入院受療率は、保健・医療・福祉の関係者の努力も相まって低

下傾向にある。 

精神疾患は全ての人にとって身近な病気であり、精神障害の有無や程度に

かかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるような地域づく

りを進める必要がある。このため、「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム」を新たな政策理念として、平成 30 年度からの次期医療計画、障害

福祉計画、介護保険事業（支援）計画の実施に向けて、共通のアウトカム指

標によって政策を推進していく必要がある。これまで地域の実情を踏まえ展

開されてきた好事例やモデル事業等による成果を踏まえ、精神障害者が地域

の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるような方策を

推進していく必要がある。 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組について 

ア）第５期障害福祉計画の基本指針の見直しについて 

  平成 30 年度からの第５期障害福祉計画の基本指針では、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステム」を新たな政策理念として位置づける。具体的

な取組は、以下の通り。 

 

➀ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するため、障害保健

福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科

医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な

連携による支援体制を構築すること。 

② 長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体制の基

盤を整備することによって、地域生活への移行が可能であることから、平

成 32 年度末（第 5 期障害福祉計画の最終年度）の精神病床における入院

需要（患者数）、地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）の目標を明確に

した上で、計画的に基盤整備を推し進めること。入院需要の目標値（患者

数）は、政策効果を見込まない将来の入院需要（患者数）を推計し、「地

域移行を促す基盤整備」、「治療抵抗性統合失調症治療薬の普及」、「認知症

施策の推進」による政策効果を差し引いて算出すること。 

 

また、新たな成果目標として、①障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福

祉関係者による協議の場の設置状況、②市町村ごとの保健・医療・福祉関係

者による協議の場の設置状況、③精神病床における１年以上長期入院患者数
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（65 歳以上、65 歳未満）、④精神病床における早期退院率（入院後３ヶ月時

点の退院率、入院後６ヶ月時点の退院率、入院後１年時点の退院率）に関す

る目標値を掲げること。加えて、平成 32 年度末における地域移行に伴う基

盤整備量（利用者数）を障害福祉計画に明記すること。 

成果目標の設定にあたっては、平成 30 年度からの医療計画における精神

病床の基準病床数の算定式に、「平成 32 年度末における入院需要」が含まれ

ていることから、精神科医療所管部局と連携しながら取り組むこと。また、

地域移行に伴う基盤整備については、障害福祉計画及び介護保険事業計画に

基づき進める必要があることから、介護保険所管部局とも連携しながら取り

組むこと。 

  

イ） 第７次医療計画における精神疾患の医療体制の構築に係る指針の見直し 

について 

平成 30 年度からの第７次医療計画における精神疾患の医療体制の構築に

係る指針では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を政策理念

として位置づける。加えて、「多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制

の構築」を目指す。統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知症、児童・思春期

精神疾患、依存症などの多様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担・連携

を推進し、患者本位の医療を実現していけるよう、精神医療圏ごとの医療関

係者等による協議の場を通じて、圏域内の医療連携による支援体制を構築す

ること。 

具体的には、医療計画の策定を通じて、多様な精神疾患等ごとに各医療機

関の医療機能を明確化する。医療機能は、①都道府県連携拠点機能、②地域

連携拠点機能、③地域精神科医療提供機能に区分する。医療機関ごとの医療

機能について、住民目線の分かりやすい形式でとりまとめること。 

また、第５期障害福祉計画に明記される、平成 32 年度末（第５期障害福

祉計画の最終年度）の精神病床における入院需要（患者数）、地域移行に伴

う基盤整備量（利用者数）の目標値を共有した上で、治療抵抗性統合失調症

治療薬の普及や、医療介護連携に伴う基盤整備などを推し進めること。 

 

ウ）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 

  平成 27・28 年度は精神障害者地域移行・地域定着支援事業として、長期

入院精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業を実施し、平成 28 年度は

平成 27 年度からの静岡県、大阪府、熊本市に加え、三重県、兵庫県、香川

県、千葉市、神戸市の計８自治体において実施された。  

  平成 29 年度からは、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

を目指すため、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議

の場の設置促進や平成 30 年度からの医療計画、障害福祉計画、介護保険事

業（支援）計画に基づき、計画的に推し進められるよう必要な取組等を行う

ものとして、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業を
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実施する。 

具体的な実施内容の例については、①保健・医療・福祉関係者による協議

の場の設置②精神障害者の住まいの確保支援に係る事業③ピアサポートの

活用に係る事業④入院中の精神障害者の退院促進に係る事業⑤精神障害に

も対応した地域包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業⑥精神障害

者の地域移行関係職員に対する研修に係る事業⑦措置入院者の退院後の医

療等の継続支援に係る事業⑧その他（上記②～⑦以外で精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステムの構築に資する事業）を想定している。各都道府県

又は指定都市（以下、「都道府県等」という。）の実情に応じて、実施内容を

検討いただきたい。 

なお、当該事業については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築を更に推進させるものである。したがって、平成 28 年度からの実施

圏域の拡大又は実施内容の充実に対して補助するものとし、単なる予算の振

替は想定していないことに留意されたい。また、⑦措置入院者の退院後の医

療等の継続支援に係る事業については、措置入院者が退院後に医療等の継続

的な支援を確実に受けられる仕組みの整備等に向け準備を進めていただき

たい。なお、当該事業の実施主体については、都道府県等であるが、事業の

一部を市町村又は団体等に委託できることとし、また合わせて保健所設置市

及び特別区への補助を可能とする予定である。 

 

（予算（案）概要） 

・平成 29 年度予算（案）192,893 千円 

 ※ 地域生活支援事業、社会福祉施設等設備整備費計上分除く  

・補助先 都道府県・指定都市 

・補助率 １／２ 

  

エ）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 

  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたり、障

害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じた、精

神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的

な連携による支援体制を構築が重要である。このような取組を各都道府県等

に育むために、平成 29 年度から新規事業を立ち上げる。 

 具体的には、都道府県等においてモデル障害保健福祉圏域（以下、「モデ

ル圏域」）を設定し、モデル圏域内の保健・医療・福祉関係者に対して、地

域包括ケア推進の実践経験を有するアドバイザーによる技術的支援を行う。

実際に、モデル圏域内の保健・医療・福祉関係者が、精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築プロセスを経験しながら、アドバイザーのノウ

ハウの共有を図るものである。当該事業では、国に広域アドバイザーと都道

府県等密着アドバイザーからなる組織を設置する。 

平成 29 年度は、平成 30 年度からの医療計画、障害福祉計画、介護保険事
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業（支援）計画の策定に向けた大変重要な準備期間であり、地域包括ケア推

進の実践経験のある保健・医療・福祉の有識者からなる広域アドバイザーか

らの技術的支援や他の都道府県等との情報共有を得られる機会でもあるた

め、積極的に参加していただきたい。 

なお、現在、当該事業参加にあたっての最終意向調査及び都道府県等密着

アドバイザーの推薦依頼書を送付しているところであり、期日までのご返送

をお願いしたい。 

 

（予算（案）概要） 

・平成 29 年度予算（案）37,500 千円 

・補助先 委託 

 

オ）難治性精神疾患地域連携体制整備事業 

  平成 26 年度より難治性の重症な精神症状を有する患者が、どこに入院し

ていても、治療抵抗性統合失調症治療薬や mECT 等の専門的治療を受けるこ

とのできる地域連携体制を構築するために、難治性精神疾患地域連携体制整

備事業（モデル事業）を実施している。平成 28 年度は、大阪府、兵庫県、

岡山県、沖縄県が参加し、治療抵抗性統合失調症治療薬導入数の増加など一

定の実績をあげながら、それぞれの地域の実情を踏まえた地域連携体制を構

築している。 

平成 30 年度からの医療計画の実施に向けて、モデル事業の取組や千葉県

の先行事例等を参考にしながら、それぞれの地域の実情を踏まえた地域連携

体制の構築を検討すること。なお、精神病床における入院需要（患者数）、

地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）、精神病床における基準病床数を設

定する際に、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及効果を勘案していることに

留意すること。 

 

カ）精神障害者地域生活支援広域調整等事業 

  平成 26 年度より、長期入院患者や入退院を繰り返す患者に対して医療機

関等が行う支援については、精神科重症患者早期集中支援管理料として診療

報酬で評価されることとなった。一方で、医療機関への未受診者やひきこも

り状態の者に対する支援については、都道府県が実施主体となって、保健所、

精神保健福祉センター又は相談支援事業所等により地域生活支援事業のア

ウトリーチ事業として実施されることとなった。 

「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書（平成 29

年２月）において、医療へのアクセスのあり方として、医療導入を検討する

ための訪問は、保健所を中心に、アウトリーチ事業の活用や福祉を担う市町

村と保健所の連携など、行政による対応（保健的アウトリーチ）が考えられ

るとされており、より積極的にアウトリーチ事業を活用していただきたい。 

また、平成 29 年度より精神障害者地域移行・地域定着推進協議会の設置
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については、実施主体として都道府県及び指定都市のほか、保健所設置市及

び特別区まで拡大する予定である。次期障害福祉計画においては、成果目標

の一つとして障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の

場の設置を示すこととしており、積極的に活用いただきたい。  

◆ アウトリーチ事業 

保健所等に、保健師や精神保健福祉士等の職員を配置し、協力医とと

もに地域の精神障害者等に対する相談対応、訪問による早期支援、地域

定着支援を行う。関係機関との連絡、調整を図りながら支援を進めるた

めのケース・カンファレンスの開催等を行う。  

◆ 精神障害者地域移行・地域定着推進協議会（一部改変） 

都道府県、指定都市、保健所設置市又は特別区は、設定した実施圏域

における精神障害者の地域移行支援に係る体制整備のための調整業務を

行うため、都道府県、市町村、精神科病院の医師、相談支援事業所、福

祉サービス事業者、ピアサポーター等で構成する精神障害者地域移行・

地域定着推進協議会を設置することとしている。  

    協議会を活用して精神科病院の医師や福祉サービス事業者等の関係機

関と自治体が連携をとることが必要である。  

◆ ピアサポートの活用 

都道府県等は、精神障害者の視点を重視した支援を充実する観点や、精

神障害者が自らの疾患や病状について正しく理解することを促す観点か

ら、ピアサポートが積極的に活用されるよう努めるものとする。     

当事者としての経験を持ち、障害者の相談に応じアドバイス等を行う

ことが重要である。 

 

 キ）地域移行担当者等会議（会議名称変更予定） 

   一昨年度から全国研修を開催し、平成 28 年度からは地域移行担当者等会

議として、６月及び２月に開催したところである。（第１回（６月 30 日開

催）：60 自治体、218 名の参加、第２回（２月 16 日開催）：58 自治体、207

名の参加） 

   平成 29 年度からは、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構

築」に向け、各自治体の先駆的な取組から得られる知見を共有することが重

要と考えており、今後も、情報交換の機会等を設ける予定としている。また、

制度改正、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画に関する最

新の情報を提供する場としても活用する予定である。都道府県・政令市にお

いては、ぜひご参加いただきたい。（平成 29 年春～夏頃に実施予定） 

 

 ク）精神保健福祉資料の見直し（630 調査の改善） 

   医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画が連動するように、

より速やかに地域の実態を把握することのできる指標の開発が必要である。 

このため、平成 29 年度より実施する 630 調査は、医療計画、障害福祉計
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画、介護保険事業（支援）計画に活用できるように、調査票や調査フローな

どの抜本的見直しを行い、当該年度中に精神保健福祉資料として結果を公表

できるように調整しているところである。加えて、６月までにＮＤＢ（レセ

プト情報・特定健診等情報データベース）を用いた分析結果についても精神

保健福祉資料として公表できるように調整しているところであり、引き続き、

630 調査へご協力いただきたい。    
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。
今

年
度

中
に

新
た

な
指

針
を

示
す

。
都

道
府

県
・
市

町
村

は
、

基
本

指
針

に
即

し
て

３
か

年
の

「
障

害
福

祉
計

画
」
を

策
定

。
次

期
計

画
期

間
は

H
3
0
～

3
2
年

度

２
．

基
本

指
針

見
直

し
の

主
な

ポ
イ

ン
ト

１
．

基
本

指
針

に
つ

い
て

①
施

設
入

所
者

の
地

域
生

活
へ

の
移

行

・地
域

移
行

者
数

：H
28

年
度

末
施

設
入

所
者

の
９

％
以

上

・施
設

入
所

者
数

：H
28

年
度

末
の

２
％

以
上

削
減

※
高

齢
化

・重
症

化
を

背
景

と
し

た
目

標
設

定

②
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

【項
目

の
見

直
し

】

・保
健

・医
療

・福
祉

関
係

者
に

よ
る

協
議

の
場

（各
圏

域
、

各
市

町
村

）の
設

置

・精
神

病
床

の
1年

以
上

入
院

患
者

数
：1

4.
6万

人
～

15
.7
万

人
に

（H
26

年
度

末
の

18
.5
万

人
と

比
べ

て
3.
9万

人
～

2.
8万

人
減

）

・退
院

率
：入

院
後

3ヵ
月

69
％

、
入

院
後

6ヵ
月

84
％

、
入

院
後

１
年

90
％

（H
27

年
時

点
の

上
位

10
%の

都
道

府
県

の
水

準
）

③
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

の
整

備

・各
市

町
村

又
は

各
圏

域
に

少
な

く
と

も
１

つ
整

備

④
福

祉
施

設
か

ら
一

般
就

労
へ

の
移

行

・一
般

就
労

へ
の

移
行

者
数

：
H
28

年
度

の
１

．
５

倍

・就
労

移
行

支
援

事
業

利
用

者
：H

28
年

度
の

２
割

増

・移
行

率
３

割
以

上
の

就
労

移
行

支
援

事
業

所
：５

割
以

上

※
実

績
を

踏
ま

え
た

目
標

設
定

・就
労

定
着

支
援

１
年

後
の

就
労

定
着

率
：8

0％
以

上
（新

）

⑤
障

害
児

支
援

の
提

供
体

制
の

整
備

等
【新

た
な

項
目

】

・児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

を
各

市
町

村
に

少
な

く
と

も
1カ

所
設

置

・保
育

所
等

訪
問

支
援

を
利

用
で

き
る

体
制

を
各

市
町

村
で

構
築

・主
に

重
症

心
身

障
害

児
を

支
援

す
る

児
童

発
達

支
援

事
業

所
、
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

各
市

町
村

に
少

な
く
と

も
１

カ
所

確
保

・医
療

的
ケ

ア
児

支
援

の
協

議
の

場
（各

都
道

府
県

、
各

圏
域

、
各

市
町

村
）の

設
置

（H
30

年
度

末
ま

で
）

・
障

害
者

虐
待

の
防

止
、

養
護

者
に

対
す

る
支

援
・
難

病
患

者
へ

の
一

層
の

周
知

・
障

害
を

理
由

と
す

る
差

別
の

解
消

の
推

進
・
意

思
決

定
支

援
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
の

在
り

方
等

・
地

域
に

お
け

る
生

活
の

維
持

及
び

継
続

の
推

進
・

就
労

定
着

に
向

け
た

支
援

・
地

域
共

生
社

会
の

実
現

に
向

け
た

取
組

・
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

・
障

害
児

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
の

計
画

的
な

構
築

・
発

達
障

害
者

支
援

の
一

層
の

充
実

３
．

成
果

目
標

（計
画

期
間

が
終

了
す

る
H

32
年

度
末

の
目

標
）

４
．

そ
の

他
の

見
直

し

3
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○
長
期
入
院
精
神
障
害
者
の
地
域
移
行
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
精
神
科
病
院
や
地
域
援
助
事
業
者
に
よ
る
努
力
だ
け
で
は

限
界
が
あ
り
、
自
治
体
を
中
心
と
し
た
地
域
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
一
体
的
な
取
組
の
推
進
に
加
え
て
、
地
域
住
民
の
協
力
を

得
な
が
ら
、
差
別
や
偏
見
の
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
共
生
で
き
る
包
摂
的
（
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
）
な
社
会
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
こ
の
た
め
、
精
神
障
害
者
が
、
地
域
の
一
員
と
し
て
安
心
し
て
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
精
神
障
害
に
も
対
応

し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
を
、
新
た
な
基
本
指
針
に
政
策
理
念
と
し
て
掲
げ
て
は
ど
う
か
。

基
本
的
な
考
え
方

精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て

①
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
、
障
害
保
健
福
祉
圏
域
ご
と
の
保
健
・
医
療
・
福
祉

関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
通
じ
て
、
精
神
科
医
療
機
関
、
そ
の
他
の
医
療
機
関
、
地
域
援
助
事
業
者
、
市
町
村
な
ど
と
の

重
層
的
な
連
携
に
よ
る
支
援
体
制
を
構
築
す
る
。

②
長
期
入
院
精
神
障
害
者
の
う
ち
一
定
数
は
、
地
域
の
精
神
保
健
医
療
福
祉
体
制
の
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地

域
生
活
へ
の
移
行
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
2
0
2
0
年
の
精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
需
要
（
患
者
数
）
及
び
、
地
域
移
行
に

伴
う
基
盤
整
備
量
（
利
用
者
数
）
の
目
標
を
明
確
に
し
た
上
で
、
計
画
的
に
基
盤
整
備
を
推
し
進
め
る
。

主
な
ポ
イ
ン
ト

4
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・
地
域
の
精
神
保
健
医
療
福
祉
体
制
の
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
１
年
以
上
長
期
入
院
患
者
の
う
ち
一
定
数
は
地
域
生
活
へ
の
移
行
が
可

能
に
な
る
こ
と
か
ら
、
国
が
提
示
す
る
推
計
式
を
用
い
て
、
平
成
3
2
年
度
末
の
精
神
病
床
に
お
け
る
１
年
以
上
長
期
入
院
患
者
数
（6
5
歳
以
上
、
6
5
歳

未
満
）
を
設
定
す
る
。
な
お
、
平
成
3
2
年
度
末
の
精
神
病
床
に
お
け
る
１
年
以
上
長
期
入
院
患
者
数
の
全
国
の
目
標
値
は
、
平
成
2
6
年
と
比
べ
て
3
.9

万
人
か
ら
2
.8
万
人
減
少
に
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

※
計
画
の
実
行
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り
速
や
か
に
地
域
の
実
態
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
6
3
0
調
査
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
レ
セ
プ
ト情
報
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る
。

成
果
目
標

・
精
神
科
医
療
機
関
、
そ
の
他
の
医
療
機
関
、
地
域
援
助
事
業
者
、
市
町
村
等
の
関
係
者
が
情
報
共
有
や
連
携
を
行
う
体
制
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
、

平
成
3
2
年
度
末
ま
で
に
全
て
の
障
害
保
健
福
祉
圏
域
ご
と
に
保
健
・
医
療
・福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
（例
：精
神
障
害
者
地
域
移
行
・地
域
定

着
推
進
協
議
会
な
ど
）
を
設
置
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
設
定
す
る
。

※
こ
の
際
、
都
道
府
県
単
位
で
解
決
す
べ
き
課
題
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
都
道
府
県
ご
と
に
保
健
・医
療
・福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
（例
：都
道
府
県
（自
立
支
援
）協

議
会
専
門
部
会
な
ど
）を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

①
障
害
保
健
福
祉
圏
域
ご
と
の
保
健
・医
療
・
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
の
設
置
状
況

・
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
が
中
心
と
な
り
、
当
事
者
及
び
保
健
・医
療
・福
祉
に
携
わ
る
者
を
含
む
様
々
な
関
係
者
が
情

報
共
有
や
連
携
を
行
う
体
制
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
、
平
成
3
2
年
度
末
ま
で
に
全
て
の
市
町
村
ご
と
に
保
健
・医
療
・
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場

（
例
：
市
町
村
（
自
立
支
援
）
協
議
会
、
専
門
部
会
な
ど
）
を
設
置
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
設
定
す
る
。

②
市
町
村
ご
と
の
保
健
・
医
療
・福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
の
設
置
状
況

③
精
神
病
床
に
お
け
る
１
年
以
上
長
期
入
院
患
者
数
（6
5
歳
以
上
、
6
5
歳
未
満
）

・
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携
支
援
体
制
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
早
期
退
院
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
平

成
3
2
年
度
末
ま
で
に
、
入
院
後
３
か
月
時
点
の
退
院
率
は
6
9
％
以
上
、
入
院
後
６
か
月
時
点
の
退
院
率
は
8
4
％
以
上
、
入
院
後
１
年
時
点
の
退
院
率

は
9
0
％
以
上
と
す
る
こ
と
を
成
果
目
標
（
※
）
と
し
て
設
定
す
る
。

※
レ
セ
プ
ト情
報
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
算
出
し
た
平
成
2
7
年
度
の
推
計
値
に
基
づ
き
、
上
位
1
0
％
の
都
道
府
県
が
達
成
し
て
い
る
早
期
退
院
率
以
上
を
成
果
目
標
と
す
る
。

計
画
の
実
行
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
レ
セ
プ
ト情
報
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る
。

④
精
神
病
床
に
お
け
る
早
期
退
院
率
（入
院
後
３
か
月
時
点
の
退
院
率
、
入
院
後
６
か
月
時
点
の
退
院
率
、
入
院
後
１
年
時
点
の
退
院
率
）

〇
「
こ
れ
か
ら
の
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
て
、
成
果
目
標
の
設
定
を
次
の
と
お
り
行
う
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

成
果
目
標
に
つ
い
て

5
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○
長
期
入
院
精
神
障
害
者
の
う
ち
一
定
数
は
、
地
域
の
精
神
保
健
医
療
福
祉
体
制
の
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
生

活
へ
の
移
行
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
が
提
示
す
る
推
計
式
を
用
い
て
、
平
成
3
2
年
度
末
の
地
域
移
行
に
伴
う
基
盤
整
備
量

（
利
用
者
数
）
を
障
害
福
祉
計
画
上
明
確
に
記
載
す
る
。

※
計
画
の
実
行
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り
速
や
か
に
地
域
の
実
態
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
6
3
0
調
査
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、

レ
セ
プ
ト
情
報
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る
。

○
医
療
計
画
に
お
け
る
基
準
病
床
数
の
見
直
し
に
つ
い
て

基
本
指
針
に
お
け
る
目
標
の
達
成
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
医
療
計
画
の
次
期
見
直
し
（
平
成
3
0
年
度
か
ら
の
実
施
分
）
に
お
い

て
、
基
準
病
床
数
（
の
算
定
式
）
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
現
在
の
指
針
に
あ
る
医
療
計
画
に
お
け
る
基
準
病
床
数
の
見

直
し
に
係
る
記
載
を
残
す
こ
と
と
す
る
。

※
現
行
指
針
の
抜
粋

「
・
・
・
ま
た
こ
れ
と
併
せ
、
医
療
計
画
（
医
療
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
2
0
5
号
）
第
3
0
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
基
準
病
床
数
の
見
直
し
を
進
め
る
。
」

○
医
療
計
画
と
の
関
係
に
つ
い
て

入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
係
る
成
果
目
標
の
達
成
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
体

制
の
整
備
が
重
要
で
あ
り
、
特
に
医
療
計
画
と
の
関
係
に
留
意
す
る
旨
を
記
載
す
る
。

活
動
指
標
に
つ
い
て

医
療
計
画
と
の
連
携
に
つ
い
て

6
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地
域

移
行

に
伴

う
基

盤
整

備
量

う
ち

65
歳

以
上

う
ち

65
歳

未
満

9.
8万

人
5.

5万
人

4.
3万

人

7.
9万

人
4.

4万
人

3.
5万

人

○
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

進
捗

状
況

を
評

価
す

る
観

点
⇒

国
が

提
示

す
る

推
計

式
を

用
い

て
、

各
都

道
府

県
に

お
い

て
、

平
成

3
2
年

度
末

の
精

神
病

床
に

お
け

る
１

年
以

上
長

期
入

院
患

者
数

（
6
5
歳

以
上

、
6
5
歳

未
満

）
の

目
標

を
設

定

7

急
性

期
入

院
需

要
回

復
期

入
院

需
要

慢
性

期
入

院
需

要
う

ち
65

歳
以

上
う

ち
65

歳
未

満
合

計
入

院
需

要

5.
8万

人
4.

9万
人

14
.6

万
人

9.
2万

人
5.

4万
人

25
.3

万
人

5.
8万

人
4.

9万
人

15
.7

万
人

9.
8万

人
5.

8万
人

26
.3

万
人

地
域

移
行

に
伴

う
基

盤
整

備
量

う
ち

65
歳

以
上

う
ち

65
歳

未
満

4.
6万

人
2.

5万
人

2.
0万

人

3.
5万

人
1.

9万
人

1.
6万

人

平
成

32
年

度
末

最
大

最
小

平
成

3
2
年

度
末

（
第

5
期

障
害

福
祉

計
画

の
最

終
年

度
）
に

お
け

る
全

国
の

目
標

値
（
見

込
み

）

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
の

入
院

需
要

及
び

基
盤

整
備

量
の

目
標

値

急
性

期
入

院
需

要
回

復
期

入
院

需
要

慢
性

期
入

院
需

要
う

ち
65

歳
以

上
う

ち
65

歳
未

満
合

計
入

院
需

要

5.
7万

人
4.

6万
人

18
.5

万
人

10
.6

万
人

7.
8万

人
28

.9
万

人

平
成

26
年

平
成

2
6
年

▲
3
.9

～
2
.8

万
人

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

急
性

期
入

院
需

要
回

復
期

入
院

需
要

慢
性

期
入

院
需

要
う

ち
65

歳
以

上
う

ち
65

歳
未

満
合

計
入

院
需

要

5.
8万

人
5.

0万
人

9.
7万

人
6.

5万
人

3.
2万

人
20

.6
万

人

5.
8万

人
5.

0万
人

11
.6

万
人

7.
6万

人
4.

0万
人

22
.5

万
人

平
成

37
年

(2
02

5年
)

最
大

最
小

平
成

3
7
年

（
2
0
2
5
年

）
に

お
け

る
全

国
の

目
標

値
（
見

込
み

）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

※
四

捨
五
入

で
端
数

処
理
し
て

い
る

た
め

、
合
計

値
は
一
致

し
な

い
場

合
が
あ

る
。

※
障

害
福
祉

計
画
等

に
基
づ
き

地
域

の
基

盤
整
備

を
実
施
。
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対
応

方
針

（
推
計

式
の

開
発
）

○
平

成
37
年

ま
で
に
重

度
か

つ
慢

性
に
該
当

し
な

い
長

期
入
院
精

神
障

害
者

の
地
域
移

行
を

目
指

す
（
※
）

と
と

も
に

、
治
療
抵

抗
性

統
合

失
調
症

治
療

薬
の
普
及

や
認

知
症

施
策
の
推

進
に

よ
る

地
域
精
神

保
健

医
療

福
祉
体
制

の
高

度
化

を
着
実
に

推
し

進
め

る
こ
と
を

目
標

と
し

た
推
計

式
を

開
発
す
る

。
こ

の
際

、
人
口
の

高
齢

化
に

よ
る
影
響

も
勘

案
す

る
。

※
平
成
32
年
度

末
(第

５
期

障
害
福

祉
計
画

の
最
終
年

度
)
の
時
点
で
は
、
重
度
か
つ
慢
性
に
該
当
し
な
い

長
期
入
院
精
神
障
害
者
の
地
域
移
行
の
半
分
を
目
指
す
。

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
、

医
療

計
画

、
障

害
福

祉
計

画
、

介
護

保
険

事
業

（
支

援
）計

画
に

基
づ

き
基

盤
整

備
す

る
た

め
、

平
成

32
年

度
末

・平
成

3
7年

の
精

神
病

床
に

お
け

る
入

院
需

要
及

び
地

域
移

行
に

伴
う

基
盤

整
備

量
の

目
標

値
を

設
定

す
る

。

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
の

入
院

需
要

及
び

基
盤

整
備

量
の

目
標

値
①

現
状

・
課

題
○
「

精
神
保

健
医
療
福

祉
の

改
革

ビ
ジ
ョ
ン

（
平

成
16
年

）
」
で

は
、

「
入

院
医
療
中

心
か

ら
地

域
生
活
中

心
へ

」
の

理
念
の
も

と
、

退
院

率
等

の
目
標

値
を
掲
げ

、
こ

の
達

成
に
よ
り

10
年

間
で

約
７
万
床

相
当

の
精

神
病
床
数

の
減

少
が

促
さ
れ
る

と
し

た
。

結
果
は
、

平
成

14
年

か
ら

平
成

26
年

で
、
精

神
病

床
1.
8万

床
（
入

院
患

者
3.
6万

人
）
減

少
し

た
。

地
域
移
行

を
進

め
る

た
め
に
は

、
新

た
な

目
標
設
定

が
必

要
。

○
「

重
度
か

つ
慢
性
」

に
関

す
る

研
究
班
よ

り
、

長
期

入
院
精
神

障
害

者
の

う
ち
一
定

数
は

、
地

域
の
精
神

保
健

医
療

福
祉
体
制

の
基

盤
を

整
備

す
る
こ

と
に
よ
っ

て
、

地
域

生
活
へ
の

移
行

が
可

能
で
あ
る

と
示

唆
さ

れ
た
。
こ

の
よ

う
な

研
究
成
果

等
を

踏
ま

え
つ
つ
、

平
成

32
年

度
末

・
平
成

37
年

（
20
25
年
）
の

精
神

病
床

に
お

け
る

入
院

需
要

（
患
者
数
）
及

び
、

地
域

移
行

に
伴

う
基

盤
整
備
量

（
利
用
者
数
）
の

目
標

を
各

都
道

府
県

ご
と
に
算

出
す

る
こ

と
の
で
き

る
推

計
式

を
開
発
す

る
必

要
が

あ
る
。

8

急
性

期
入
院

需
要

急
性

期
入
院

需
要

急
性

期
入
院

需
要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要

地
域

移
行
に

伴
う

基
盤

整
備

量

地
域

移
行
に

伴
う
基

盤
整
備
量

平
成

26
年

平
成

32
年

度
末

平
成

37
年

（
20

25
年

）

急
性

期
:3
ヶ

月
未
満
の

入
院

、
回

復
期

:3
～

12
ヶ

月
未

満
の
入
院

、
慢

性
期

:1
2ヶ

月
以

上
の

入
院
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
の

入
院

需
要

及
び

基
盤

整
備

量
の

目
標

値
②

目
標

値
を

算
出

す
る

推
計

式
急

性
期

:3
ヶ

月
未

満
の
入

院
、

回
復

期
:3
～

12
ヶ
月

未
満

の
入

院
、
慢

性
期

:1
2ヶ

月
以

上
の

入
院

○
平

成
32
年

度
末

（
第
5期

障
害
福
祉
計
画

の
最
終
年
度
）
に

お
け
る

入
院

需
要

（
患
者
数
）
の

推
計

式
の

イ
メ
ー

ジ
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
急
性
期
入
院
受
療
率
×
H3
2年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
回
復
期
入
院
受
療
率
×
H3
2年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受
療
率
(認

知
症
以
外
)×

(1
+重

度
か
つ
慢
性
の
割
合
)/
2×

α
3
×
H3
2年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受
療
率
(認

知
症
)
×
β

3
×
H3
2年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

○
平

成
32
年

度
末

（
第
5期

障
害
福
祉
計
画

の
最
終
年
度
）
に

お
け
る

地
域

移
行

に
伴
う
基

盤
整

備
量

（
利
用
者
数
）
の

推
計

式
の

イ
メ
ー

ジ
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受

療
率
(認

知
症
以
外
)×

{1
-(
1+
重
度
か
つ
慢
性
の
割
合
)/
2×

α
3
}×

H3
2年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受
療
率
(認

知
症
)
×
(1
-β

3
)
×

H3
2年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

○
平

成
37
年

（
20
25
年
）
に

お
け

る
入

院
需
要

（
患
者
数
）
の

推
計
式

の
イ

メ
ー

ジ
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
急
性
期
入
院
受

療
率
×

H3
7年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
回
復
期
入
院
受
療
率
×

H3
7年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受
療
率
(認

知
症
以
外
)×

重
度
か
つ
慢
性
の
割
合
×
α

7
×

H3
7年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受
療
率
(認

知
症
)
×
β

7
×
H3
7年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

○
平

成
37
年

（
20
25
年
）
に

お
け

る
地

域
移
行

に
伴

う
基

盤
整
備
量

（
利
用
者
数
）
の

推
計

式
の

イ
メ

ー
ジ

H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受

療
率
(認

知
症
以
外
)×

(1
-重

度
か
つ
慢
性
の
割
合
×
α

7
)×

H3
7年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

＋
H2
6年

の
性
･年

齢
階
級
別
慢
性
期
入
院
受
療
率
(認

知
症
)
×
(1
-β

7
)
×

H3
7年

の
性
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

※
治

療
抵

抗
性
統
合

失
調

症
治

療
薬
の

普
及
に
よ

る
効

果
を

勘
案
し

て
「
1年

あ
た

り
の

地
域
精

神
保
健
医

療
体

制
の

高
度
化

に
よ
る
影

響
【

α
】

」
を
算

出
。

※
こ

れ
ま

で
の
認
知
症

施
策
の

実
績
を

勘
案
し
て

「
1年

あ
た

り
の

地
域
精
神

保
健

医
療

体
制
の

高
度
化
に

よ
る

影
響

【
β
】

」
を
算
出

。
※

H
3
0年

度
か
ら
の

計
画

実
施

期
間
に

よ
る
影
響

を
算

出
す

る
た
め

、
H
32
年

度
末

の
推

計
で
は

α
β
そ
れ

ぞ
れ

3乗
、

H
37
年

の
推
計
で

は
α

β
そ

れ
ぞ
れ

7乗
で
計

算
。

※
都

道
府

県
ご
と
の

目
標

値
の

推
計
に

あ
た
っ
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ
の

都
道
府
県

の
入

院
受

療
率
、

推
計
人
口

を
用

い
て

計
算
。

※
基

盤
整

備
量
（
利

用
者

数
）

に
は
、

自
立
し
て

一
人

暮
ら

し
生
活

を
送
る
退

院
患

者
等

も
含
ま

れ
る
。

9
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
の

入
院

需
要

及
び

基
盤

整
備

量
の

目
標

値
③

○
「

重
度

か
つ

慢
性

の
割

合
」

の
算

出
に

つ
い

て

⇒
 
「

重
度

か
つ

慢
性

」
に

関
す

る
研

究
班

の
成

果
、

身
体

合
併

症
に

関
す

る
調

査
結

果
を

勘
案

し
、

各
都

道
府

県
の

実
情

を
踏

ま
え

て
、

６
～

７
割

で
設

定
（

推
奨

）

1
0

精
神

病
床

に
お

け
る

１
年

以
上

長
期

入
院

患
者

（
慢

性
期

入
院

患
者

）
の

う
ち

厚
生

労
働

科
学

研
究

班
の

策
定

し
た

「
重

度
か

つ
慢

性
」
の

基
準

案
を

満
た

す
患

者
は

、
概

ね
6
0
％

程
度

で
あ

る
。

統
合

失
調

症
の

入
院

患
者

の
う

ち
、

入
院

治
療

が
適

当
な

程
度

の
身

体
合

併
症

を
有

す
る

患
者

の
割

合
は

、
1
0
.5

％
で

あ
る

。

出
典

：
第

２
回

新
た

な
地

域
精

神
保

健
医

療
体

制
の

あ
り

方
分

科
会

安
西

信
雄

氏
ヒ

ア
リ

ン
グ

資
料

か
ら

一
部

改
変

在
院

日
数

１
年

～
１

年
６

ヶ
月

１
年

６
ヶ

月
～

３
年

３
年

～
５

年
５

年
～

10
年

10
年

～
20

年
20

年
～

合
計

調
査

対
象

者
数

35
5

73
4

70
0

10
45

10
05

10
95

49
34

該
当

者
数

20
9

41
4

43
9

66
4

65
9

71
0

30
95

該
当

割
合

58
.9

%
56

.4
%

62
.7

%
63

.5
%

65
.6

%
64

.8
%

62
.7

%

出
典

：
「
精

神
病

床
の

利
用

状
況

に
関

す
る

調
査

」
よ

り
（
平

成
1
9
年

度
厚

労
科

研
「
精

神
医

療
の

質
的

実
態

把
握

と
最

適
化

に
関

す
る

総
合

研
究

」
分

担
研

究
）

10
.5

%
29

.6
%

59
.9

%

特
別

な
管

理
を

要
す

る
日

常
的

な
管

理
を

要
す

る
身

体
合

併
症

な
し

※
有

効
回

答
数

9,
78

1名
特

別
な

管
理

：入
院

治
療

が
適

当
な

程
度

、
日

常
的

な
管

理
：
外

来
通

院
が

適
当

な
程

度

統
合

失
調

症
の

入
院

患
者

に
お

け
る

身
体

合
併

症
の

有
無
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
の

入
院

需
要

及
び

基
盤

整
備

量
の

目
標

値
④

○
治

療
抵

抗
性

統
合

失
調

症
治

療
薬

の
普

及
に

よ
る

効
果

を
勘

案
し

た
「

1
年

あ
た

り
の

地
域

精
神

保
健

医
療

体
制

の
高

度
化

に
よ

る
影

響
【

α
】

」
の

算
出

に
つ

い
て

⇒
 
2
0
2
5
年

ま
で

に
治

療
抵

抗
性

統
合

失
調

症
治

療
薬

を
国

内
全

体
に

普
及

す
る

こ
と

を
目

指
し

、
各

都
道

府
県

の
実

情
を

踏
ま

え
て

、
α

を
9
5
～

9
6
％

※
で

設
定

（
推

奨
）

※
25
～
30
％
程
度
普
及
し
た
場
合
に
相
当

1
1

先
行

し
て

い
る

国
で

は
、

統
合

失
調

症
患

者
の

う
ち

治
療

抵
抗

性
統

合
失

調
症

治
療

薬
の

使
用

割
合

は
、

２
５

～
３

０
％

程
度

で
あ

る
。

国
内

で
先

行
し

て
い

る
医

療
機

関
に

お
け

る
治

療
抵

抗
性

統
合

失
調

症
治

療
薬

の
使

用
実

績
を

踏
ま

え
る

と
、

統
合

失
調

症
で

入
院

し
て

い
る

患
者

の
う

ち
治

療
抵

抗
性

統
合

失
調

症
治

療
薬

を
継

続
し

て
い

る
割

合
は

、
２

０
～

４
０

％
程

度
で

あ
る

。

継
続

投
与

人
数

（
割

合
）

A病
院

30
人

（
31

％
）

B病
院

46
人

（
41

％
）

C病
院

37
人

（
22

％
）

出
典

：
そ

れ
ぞ

れ
の

病
院

か
ら

の
報

告

出
典

：
厚

生
労

働
省

平
成

2
5
年

度
障

害
者

総
合

福
祉

推
進

事
業

「
精

神
病

床
に

入
院

し
て

い
る

難
治

性
患

者
の

地
域

移
行

の
推

進
に

向
け

た
支

援
の

在
り

方
に

関
す

る
実

態
調

査
に

つ
い

て
」
平

成
2
6
年

３
月

公
益

社
団

法
人

全
国

自
治

体
病

院
協

議
会

ク
ロ

ザ
ピ

ン
処

方
率

ド
イ

ツ
20

04
（
外

来
患

者
）

14
％

中
国

20
04

（
入

院
患

者
）

24
.6

％

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
20

07
（
外

来
患

者
）

26
％

ニ
ュ

ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

20
04

（
外

来
患

者
）

32
.8

％

日
本

0.
6％
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
の

入
院

需
要

及
び

基
盤

整
備

量
の

目
標

値
⑤

○
こ

れ
ま

で
の

認
知

症
施

策
の

実
績

を
勘

案
し

た
「

1
年

あ
た

り
の

地
域

精
神

保
健

医
療

体
制

の
高

度
化

に
よ

る
影

響
【

β
】

」
の

算
出

に
つ

い
て

⇒
こ

れ
ま

で
の

実
績

を
勘

案
し

、
各

都
道

府
県

の
実

情
を

踏
ま

え
て

、
β

を
9
7
～

9
8
％

で
設

定
（

推
奨

）

1
2

6
5
歳

以
上

の
慢

性
期

入
院

受
療

率
（
認

知
症

）
は

、
H

.1
7
～

H
.2

6
で

1
8
%
減

少
。

１
年

あ
た

り
2
.2

％
減

少
。

0.
11
2%

0.
09
9%

0.
09
6%

0.
09
1%

0.
00
0%

0.
05
0%

0.
10
0%

0.
15
0%

H.
17

H.
20

H.
23

H.
26

65
歳
-認
知
症
入
院
率

65
歳
-認
知
症
入
院
率

10
0%

88
%

85
%

82
%

0%50
%

10
0%

15
0%

H.
17

H.
20

H.
23

H.
26

65
歳
-認
知
症
入
院
率
%
推
移

65
歳
-認
知
症
入
院
率
%
推
移

9年
間
で
18
%
減
少

⇒
1年
あ
た
り2
.2
%
減
少

7
5
歳

以
上

の
慢

性
期

入
院

受
療

率
（
認

知
症

）
は

、
H

.1
7
～

H
.2

6
で

1
9
%
減

少
。

１
年

あ
た

り
2
.3

％
減

少
。

0.
19
5%

0.
17
0%

0.
16
0%

0.
15
8%

0.
00
0%

0.
10
0%

0.
20
0%

0.
30
0%

H.
17

H.
20

H.
23

H.
26

75
歳
-認
知
症
入
院
率

75
歳
-認
知
症
入
院
率

10
0%

87
%

82
%

81
%

0%50
%

10
0%

15
0%

H.
17

H.
20

H.
23

H.
26

75
歳
-認
知
症
入
院
率
%
推
移

75
歳
-認
知
症
入
院
率
%
推
移

9年
間
で
19
%
減
少

⇒
1年
あ
た
り2
.3
%
減
少
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
の

入
院

需
要

及
び

基
盤

整
備

量
の

目
標

値
⑥

○
精

神
病

床
に

お
け

る
入

院
需

要
（

患
者

数
）
及
び

、
地

域
移

行
に

伴
う

基
盤

整
備

量
（

利
用

者
数

）
の

目
標

1
3

急
性

期
入
院

需
要

急
性

期
入
院

需
要

急
性

期
入
院

需
要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要

地
域

移
行
に

伴
う

基
盤

整
備

量

地
域

移
行
に

伴
う
基

盤
整
備
量

平
成

26
年

平
成

32
年

度
末

平
成

37
年

（
20

25
年

）
急

性
期

:3
ヶ

月
未
満
の

入
院

、
回

復
期

:3
～

12
ヶ

月
未

満
の
入
院

、
慢

性
期

:1
2ヶ

月
以

上
の

入
院

急
性

期
入

院
需

要
回

復
期

入
院

需
要

慢
性

期
入

院
需

要
う

ち
65

歳
以

上
う

ち
65

歳
未

満
合

計
入

院
需

要

5.
8万

人
4.

9万
人

14
.6

万
人

9.
2万

人
5.

4万
人

25
.3

万
人

5.
8万

人
4.

9万
人

15
.7

万
人

9.
8万

人
5.

8万
人

26
.3

万
人

地
域

移
行

に
伴

う
基

盤
整

備
量

う
ち

65
歳

以
上

う
ち

65
歳

未
満

4.
6万

人
2.

5万
人

2.
0万

人

3.
5万

人
1.

9万
人

1.
6万

人

平
成

32
年

度
末

最
大

最
小

急
性

期
入

院
需

要
回

復
期

入
院

需
要

慢
性

期
入

院
需

要
う

ち
65

歳
以

上
う

ち
65

歳
未

満
合

計
入

院
需

要

5.
8万

人
5.

0万
人

9.
7万

人
6.

5万
人

3.
2万

人
20

.6
万

人

5.
8万

人
5.

0万
人

11
.6

万
人

7.
6万

人
4.

0万
人

22
.5

万
人

地
域

移
行

に
伴

う
基

盤
整

備
量

う
ち

65
歳

以
上

う
ち

65
歳

未
満

9.
8万

人
5.

5万
人

4.
3万

人

7.
9万

人
4.

4万
人

3.
5万

人

平
成

37
年

(2
02

5年
)

最
大

最
小

平
成

3
2
年

度
末

（
第

5
期

障
害

福
祉

計
画

の
最

終
年

度
）
に

お
け

る
全

国
の

目
標

値
（
見

込
み

）

平
成

3
7
年

（
2
0
2
5
年

）
に

お
け

る
全

国
の

目
標

値
（
見

込
み

）

※
四

捨
五
入

で
端
数

処
理
し
て

い
る

た
め

、
合
計

値
は
一
致

し
な

い
場

合
が
あ

る
。

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～
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（
人

口
１

０
万

対
）

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

平
成

14
年

度

平
成

17
年

度

平
成

20
年

度

平
成

23
年

度

平
成

26
年

度

精
神

病
床

に
お

け
る

急
性

期
入

院
患

者
（
３

ヶ
月

未
満

）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

の
推

移

⃝
精

神
病

床
に

お
け

る
急

性
期

入
院

患
者

の
年

齢
階

級
別

入
院

受
療

率
は

、
平

成
1
4
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
に

か
け

て
、

ほ
と

ん
ど

変
わ

ら
な

い
。

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
患

者
調

査
」

よ
り

厚
生

労
働

省
障

害
保

健
福

祉
部

で
作

成

※
H

2
3

年
の

調
査

で
は

宮
城

県
の

一
部

と
福

島
県

を
除

い
て

い
る

1
4
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資
料

：
厚

生
労

働
省

「
患

者
調

査
」

よ
り

厚
生

労
働

省
障

害
保

健
福

祉
部

で
作

成

※
H

2
3

年
の

調
査

で
は

宮
城

県
の

一
部

と
福

島
県

を
除

い
て

い
る

（
人

口
１

０
万

対
）

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

平
成

14
年

度

平
成

17
年

度

平
成

20
年

度

平
成

23
年

度

平
成

26
年

度

精
神

病
床

に
お

け
る

回
復

期
入

院
患

者
（
３

ヶ
月

以
上

１
年

未
満

）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

の
推

移

⃝
精

神
病

床
に

お
け

る
回

復
期

入
院

患
者

の
年

齢
階

級
別

入
院

受
療

率
は

、
平

成
1
4
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
に

か
け

て
、

緩
や

か
な

減
少

傾
向

に
あ

る
。

1
5
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（
人

口
１

０
万

対
）

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

平
成

14
年

度

平
成

17
年

度

平
成

20
年

度

平
成

23
年

度

平
成

26
年

度

精
神

病
床

に
お

け
る

慢
性

期
入

院
患

者
（
１

年
以

上
）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

の
推

移

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
患

者
調

査
」

よ
り

厚
生

労
働

省
障

害
保

健
福

祉
部

で
作

成

※
H

2
3

年
の

調
査

で
は

宮
城

県
の

一
部

と
福

島
県

を
除

い
て

い
る

⃝
精

神
病

床
に

お
け

る
１

年
以

上
長

期
入

院
患

者
（
慢

性
期

入
院

患
者

）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

は
、

平
成

1
4
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
に

か
け

て
、

減
少

傾
向

に
あ

る
。

1
6
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⃝
精

神
病

床
に

お
け

る
１

年
以

上
長

期
入

院
患

者
（
慢

性
期

入
院

患
者

）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

は
、

主
に

統
合

失
調

症
入

院
患

者
、

認
知

症
入

院
患

者
か

ら
構

成
さ

れ
て

い
る

。
⃝

統
合

失
調

症
に

よ
る

１
年

以
上

長
期

入
院

患
者

（
慢

性
期

入
院

患
者

）
は

６
０

代
に

入
院

受
療

率
の

ピ
ー

ク
が

あ
り

、
認

知
症

に
よ

る
１

年
以

上
長

期
入

院
患

者
（
慢

性
期

入
院

患
者

）
は

高
齢

に
な

る
に

つ
れ

て
入

院
受

療
率

は
高

く
な

る
。

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
患

者
調

査
」

よ
り

厚
生

労
働

省
障

害
保

健
福

祉
部

で
作

成

（
人

口
１

０
万

対
）

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

総
数

認
知

症
（
血

管
性

認
知

症
＋

ア
ル

ツ
ハ

イ
マ

ー
病

）

精
神

作
用

物
質

使
用

に
よ

る
精

神
及

び
行

動
の

障
害

統
合

失
調

症
，

統
合

失
調

症
型

障
害

及
び

妄
想

性
障

害

気
分

［
感

情
］
障

害
（
躁

う
つ

病
を

含
む

）

神
経

症
性

障
害

，
ス

ト
レ

ス
関

連
障

害
及

び
身

体
表

現
性

障
害

そ
の

他
の

精
神

及
び

行
動

の
障

害

て
ん

か
ん

そ
の

他

精
神

病
床

に
お

け
る

慢
性

期
入

院
患

者
（
１

年
以

上
）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

（
疾

病
別

内
訳

）
【
平

成
2
6
年

度
】

1
7
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（
人

口
１

０
万

対
）

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

平
成

1
4
年

度
認

知
症

以
外

の
精

神
疾

患

平
成

1
7
年

度
認

知
症

以
外

の
精

神
疾

患

平
成

2
0
年

度
認

知
症

以
外

の
精

神
疾

患

平
成

2
3
年

度
認

知
症

以
外

の
精

神
疾

患

平
成

2
6
年

度
認

知
症

以
外

の
精

神
疾

患

平
成

14
年
度
認
知
症

平
成

17
年
度
認
知
症

平
成

20
年
度
認
知
症

平
成

23
年
度
認
知
症

平
成

26
年
度
認
知
症

精
神

病
床

に
お

け
る

慢
性

期
入

院
患

者
（
１

年
以

上
）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

の
推

移

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
患

者
調

査
」

よ
り

厚
生

労
働

省
障

害
保

健
福

祉
部

で
作

成

※
H

2
3

年
の

調
査

で
は

宮
城

県
の

一
部

と
福

島
県

を
除

い
て

い
る

⃝
精

神
病

床
に

お
け

る
１

年
以

上
長

期
入

院
患

者
（
慢

性
期

入
院

患
者

）
の

年
齢

階
級

別
入

院
受

療
率

は
、

認
知

症
以

外
の

精
神

疾
患

（
主

に
統

合
失

調
症

、
気

分
障

害
）
で

あ
っ

て
も

、
認

知
症

で
あ

っ
て

も
、

平
成

1
4
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
に

か
け

て
、

減
少

傾
向

に
あ

る
。

1
8
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１
．

目
的 医

療
計

画
は

、
医

療
機

能
の

分
化

・
連

携
の

推
進

を
通

じ
て

、
地

域
に

お
い

て
切

れ
目

の
な

い
医

療
の

提
供

を
実

現
し

、
良

質
か

つ
適

切
な

医
療

を
効

率
的

に
提

供
す

る
体

制
の

確
保

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

本
検

討
会

は
、

現
行

の
医

療
計

画
の

課
題

等
に

つ
い

て
整

理
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

平
成

３
０

年
度

か
ら

の
次

期
医

療
計

画
を

よ
り

実
効

性
の

高
い

も
の

と
す

る
た

め
、

医
療

計
画

の
作

成
指

針
等

の
見

直
し

に
つ

い
て

検
討

す
る

。

２
．

検
討

事
項

・
医

療
計

画
の

作
成

指
針

等
に

つ
い

て
・

医
療

計
画

に
お

け
る

地
域

医
療

構
想

の
位

置
付

け
に

つ
い

て
・

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

含
む

医
療

介
護

の
連

携
に

つ
い

て
・

そ
の

他
医

療
計

画
の

策
定

及
び

施
策

の
実

施
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て

３
．

構
成

員
（
○

は
座

長
）

相
澤

孝
夫

（
日

本
病

院
会

会
長

）
佐

藤
保

（
日

本
歯

科
医

師
会

副
会

長
）

安
部

好
弘

（
日

本
薬

剤
師

会
常

任
理

事
）

鈴
木

邦
彦

（
日

本
医

師
会

常
任

理
事

）
今

村
知

明
（
奈

良
県

立
医

科
大

学
医

学
教

授
）

田
中

滋
（
慶

應
義

塾
大

学
名

誉
教

授
）

○
遠

藤
久

夫
（
学

習
院

大
学

経
済

学
部

教
授

）
西

澤
寬

俊
（
全

日
本

病
院

協
会

会
長

）
尾

形
裕

也
（
東

京
大

学
政

策
ビ

ジ
ョ

ン
研

究
セ

ン
タ

ー
特

任
教

授
）

野
原

勝
（
岩

手
県

保
健

福
祉

部
副

部
長

）
加

納
繁

照
（
日

本
医

療
法

人
協

会
会

長
）

藤
井

康
弘

（
全

国
健

康
保

険
協

会
理

事
）

齋
藤

訓
子

（
日

本
看

護
協

会
常

任
理

事
）

本
多

伸
行

（
健

康
保

険
組

合
連

合
会

理
事

）
櫻

木
章

司
（
日

本
精

神
科

病
院

協
会

理
事

）
山

口
育

子
（
N

P
O

法
人

さ
さ

え
あ

い
医

療
人

権
セ

ン
タ

ー
C

O
M

L
理

事
長

）

４
．

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

・
平

成
2
8
年

５
月

よ
り

計
８

回
開

催
、

1
2
月

に
と

り
ま

と
め

・
療

養
病

床
の

取
扱

い
等

、
一

部
課

題
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
9
年

も
引

き
続

き
検

討
を

予
定

19

医
療

計
画

の
見

直
し

等
に

関
す

る
検

討
会
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バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

精
神

疾
患

の
医

療
体

制

○
精

神
障

害
者

が
、

地
域

の
一

員
と

し
て

安
心

し
て

自
分

ら
し

い
暮

ら
し

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

目
指

す
。

こ
の

た
め

、
平

成
32

年
度

末
・平

成
37

年
（2

02
5年

）
の

精
神

病
床

に
お

け
る

入
院

需
要

（
患

者
数

）及
び

、
地

域
移

行
に

伴
う

基
盤

整
備

量
（
利

用
者

数
）
の

目
標

を
明

確
に

し
た

上
で

、
障

害
福

祉
計

画
等

と
整

合
性

を
図

り
な

が
ら

基
盤

整
備

を
推

し
進

め
る

。

○
統

合
失

調
症

、
う

つ
病

・躁
う

つ
病

、
認

知
症

、
児

童
・思

春
期

精
神

疾
患

、
依

存
症

な
ど

の
多

様
な

精
神

疾
患

等
に

対
応

で
き

る
医

療
連

携
体

制
の

構
築

に
向

け
て

、
多

様
な

精
神

疾
患

等
ご

と
に

医
療

機
関

の
役

割
分

担
・連

携
を

推
進

す
る

と
と

も
に

、
患

者
本

位
の

医
療

を
実

現
し

て
い

け
る

よ
う

、
各

医
療

機
関

の
医

療
機

能
を

明
確

化
す

る
。

【
概

要
】

（
難

治
性

精
神

疾
患

や
処

遇
困

難
事

例
等

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
に

、
都

道
府

県
立

精
神

科
病

院
に

加
え

て
、

民
間

病
院

、
大

学
病

院
、

国
立

病
院

な
ど

も
参

画
し

た
医

療
連

携
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
）

精
神

医
療

圏

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

地
域
精
神
科
医
療
提
供
機
能
を
担
う

医
療
機
関

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

地
域
連
携
拠
点
機
能
を
担
う

医
療
機
関

そ
の
他
の

医
療
機
関

市
町
村

保
健
所

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

都
道
府
県
連
携
拠
点
機
能
を
担
う

医
療
機
関

都
道
府
県

本
庁

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

精
神

医
療

圏
ご

と
の

医
療

関
係

者
等

に
よ

る
協

議
の

場
精

神
疾

患
に

関
す

る
圏

域
連

携
会

議

都
道

府
県

ご
と

の
医

療
関

係
者

等
に

よ
る

協
議

の
場

精
神

疾
患

に
関

す
る

作
業

部
会

多
様

な
精

神
疾

患
等

に
対

応
で

き
る

医
療

連
携

体
制

の
構

築
精

神
障

害
に

も
対

応
で

き
る

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築

社
会

参
加

（
就

労
）

・
地

域
の

助
け

合
い

住
ま

い

市
町

村
ご

と
の

保
健

・
医

療
・

福
祉

関
係

者
に

よ
る

協
議

の
場

、
市

町
村

障
害

保
健

福
祉

圏
域

ご
と

の
保

健
・

医
療

・
福

祉
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
、

保
健

所

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

医
療

障
害

福
祉

・
介

護

■
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス

■
地

域
生

活
支

援
拠

点

■
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス

都
道

府
県

ご
と

の
保

健
・

医
療

・
福

祉
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
、

都
道

府
県

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

様
々

な
相

談
窓

口

日
常

生
活

圏
域

日
常

生
活

圏
域

基
本

圏
域

（
市

町
村

）

障
害

保
健

福
祉

圏
域

圏
域

の
考

え
方

20
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（
難

治
性

精
神

疾
患

や
処

遇
困

難
事

例
等

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
に

、
都

道
府

県
立

精
神

科
病

院
に

加
え

て
、

民
間

病
院

、
大

学
病

院
、

国
立

病
院

な
ど

も
参

画
し

た
医

療
連

携
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
）

○
多

様
な

精
神

疾
患

等
に

対
応

で
き

る
医

療
連

携
体

制
の

構
築

に
向

け
て

、
「
良

質
か

つ
適

切
な

精
神

障
害

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

を
確

保
す

る
た

め
の

指
針

」を
踏

ま
え

て
、

多
様

な
精

神
疾

患
等

ご
と

に
各

医
療

機
関

の
医

療
機

能
を

明
確

に
し

、
役

割
分

担
・連

携
を

推
進

す
る

。

【
圏

域
ご

と
の

医
療

関
係

者
等

に
よ

る
協

議
の

場
の

役
割

】
圏

域
内

の
あ

る
べ

き
地

域
精

神
科

医
療

連
携

体
制

の
構

築
を

協
議

す
る

場
（
特

に
、

圏
域

内
の

病
院

・
病

院
間

連
携

お
よ

び
病

院
・
診

療
所

間
連

携
の

深
化

を
図

る
）

〈
地

域
精

神
科

医
療

提
供

機
能

を
担

う
医

療
機

関
の

主
な

役
割

〉
地

域
精

神
科

医
療

の
提

供
〈
地

域
連

携
拠

点
機

能
を

担
う

医
療

機
関

の
主

な
役

割
〉

①
医

療
連

携
の

地
域

拠
点

、
②

情
報

収
集

発
信

の
地

域
拠

点
③

人
材

育
成

の
地

域
拠

点
、

④
地

域
精

神
科

医
療

提
供

機
能

支
援

〈
市

町
村

の
主

な
役

割
〉

精
神

保
健

福
祉

相
談

、
在

宅
医

療
介

護
連

携
推

進
の

総
合

調
整

〈
保

健
所

の
主

な
役

割
〉

圏
域

内
の

医
療

計
画

の
企

画
立

案
実

行
管

理
圏

域
内

の
医

療
関

係
者

間
の

総
合

調
整

精
神

医
療

圏
に

お
け

る
関

係
機

関
の

役
割

※
１

精
神

医
療

圏
の

設
定

に
あ

た
っ

て
は

二
次

医
療

圏
を

基
本

と
し

つ
つ

、
障

害
保

健
福

祉
圏

域
、

老
人

福
祉

圏
域

、
精

神
科

救
急

医
療

圏
域

等
と

の
連

携
も

考
慮

し
、

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
て

弾
力

的
に

設
定

。
※

２
医

療
計

画
作

成
指

針
に

基
づ

く
協

議
の

場
※

３
精

神
科

救
急

医
療

体
制

整
備

事
業

実
施

要
綱

に
基

づ
く
協

議
の

場

【
都

道
府

県
ご

と
の

医
療

関
係

者
等

に
よ

る
協

議
の

場
の

役
割

】
都

道
府

県
内

の
あ

る
べ

き
地

域
精

神
科

医
療

連
携

体
制

の
構

築
を

協
議

す
る

場
（
特

に
、

多
様

な
精

神
疾

患
等

ご
と

に
各

医
療

機
関

の
医

療
機

能
の

明
確

化
を

図
る

）
〈
都

道
府

県
連

携
拠

点
機

能
を

担
う

医
療

機
関

の
主

な
役

割
〉

①
医

療
連

携
の

都
道

府
県

拠
点

、
②

情
報

収
集

発
信

の
都

道
府

県
拠

点
、

③
人

材
育

成
の

都
道

府
県

拠
点

、
④

地
域

連
携

拠
点

機
能

支
援

〈
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

主
な

役
割

〉
保

健
所

、
市

町
村

へ
の

専
門

的
支

援
（
個

別
相

談
、

人
材

育
成

等
）

〈
都

道
府

県
本

庁
の

主
な

役
割

〉
都

道
府

県
全

体
の

医
療

計
画

の
企

画
立

案
実

行
管

理
都

道
府

県
全

体
の

医
療

関
係

者
間

の
総

合
調

整

三
次

医
療

圏
に

お
け

る
関

係
機

関
の

役
割

精
神

医
療

圏
※

１

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

地
域
精
神
科
医
療
提
供
機
能
を
担
う

医
療
機
関

多
様

な
精

神
疾

患
等

に
対

応
で

き
る

医
療

連
携

体
制

（
イ

メ
ー

ジ
）

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

地
域
連
携
拠
点
機
能
を
担
う

医
療
機
関

そ
の
他
の

医
療
機
関

市
町
村

保
健
所

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

都
道
府
県
連
携
拠
点
機
能
を
担
う

医
療
機
関

都
道
府
県

本
庁

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

圏
域

ご
と

の
医

療
関

係
者

等
に

よ
る

協
議

の
場

精
神

疾
患

に
関

す
る

圏
域

連
携

会
議

※
２

圏
域

毎
の

精
神

科
救

急
医

療
体

制
及

び
身

体
合

併
症

患
者

の
医

療
体

制
に

係
る

検
討

部
会

※
３

都
道

府
県

ご
と

の
医

療
関

係
者

等
に

よ
る

協
議

の
場

精
神

疾
患

に
関

す
る

作
業

部
会

※
２

精
神

科
救

急
医

療
体

制
連

絡
調

整
委

員
会

※
３

2
1
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多
様

な
精

神
疾

患
等

に
対

応
で

き
る

医
療

連
携

体
制

の
構

築
に

向
け

た
医

療
機

能
の

明
確

化
に

つ
い

て
①

対
応

方
針

（
多
様

な
精

神
疾
患

等
ご
と
に

医
療

機
能

の
明
確
化

）

医
療

機
能

役
割

要
件

統
合

失
調

症
認

知
症

児
童

・
思

春
期

精
神

疾
患

精
神

科
救

急
身

体
合

併
症

自
殺

未
遂

う つ
PT SD

依
存

症
て

ん
か

ん
高

次
脳

機
能

障
害

摂
食

障
害

災
害

医
療

医
療

観
察

都
道

府
県

連
携

拠
点

機
能

役
割

①
医

療
連

携
の

都
道

府
県

拠
点

,②
情

報
収

集
発

信
の

都
道

府
県

拠
点

,③
人

材
育

成
の

都
道

府
県

拠
点

,④
地

域
連

携
拠

点
機

能
支

援

要
件

（
例

）
①

地
域

連
携

会
議

の
運

営
,②

都
道

府
県

民
・
患

者
へ

の
積

極
的

な
情

報
発

信
（
予

防
・
治

療
に

関
す

る
内

容
,地

域
資

源
に

関
す

る
情

報
な

ど
）

③
専

門
職

に
対

す
る

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

提
供

（
卒

後
専

門
領

域
研

修
な

ど
）

④
地

域
連

携
拠

点
機

能
を

担
う

医
療

機
関

か
ら

の
個

別
相

談
へ

の
対

応
、

難
治

性
精

神
疾

患
・
処

遇
困

難
事

例
の

受
け

入
れ

地
域

連
携

拠
点

機
能

役
割

①
医

療
連

携
の

地
域

拠
点

,②
情

報
収

集
発

信
の

地
域

拠
点

,③
人

材
育

成
の

地
域

拠
点

,④
地

域
精

神
科

医
療

提
供

機
能

支
援

要
件

（
例

）
①

地
域

連
携

会
議

の
運

営
支

援
,②

地
域

・
患

者
へ

の
積

極
的

な
情

報
発

信
（
予

防
・
治

療
に

関
す

る
内

容
,地

域
資

源
に

関
す

る
情

報
な

ど
）

③
研

修
の

企
画

運
営

（
個

別
事

例
の

検
討

、
多

職
種

研
修

な
ど

）

④
地

域
精

神
科

医
療

提
供

機
能

を
担

う
医

療
機

関
か

ら
の

個
別

相
談

へ
の

対
応

,難
治

性
精

神
疾

患
・
処

遇
困

難
事

例
の

受
け

入
れ

地
域

精
神

科
医

療
提

供
機

能

役
割

①
医

療
連

携
へ

の
参

画
,②

情
報

発
信

へ
の

参
画

,③
人

材
育

成
へ

の
参

画
,④

地
域

精
神

科
専

門
医

療
の

提
供

要
件

（
例

）
①

地
域

連
携

会
議

へ
の

参
画

,②
患

者
へ

の
情

報
提

供
、

拠
点

機
能

を
情

報
収

集
へ

の
協

力
③

研
修

へ
の

参
加

,④
多

様
な

精
神

疾
患

等
ご

と
に

求
め

ら
れ

る
専

門
医

療
の

提
供

※
疾

患
等

毎
に

都
道

府
県

連
携

拠
点

機
能

を
担

う
医

療
機

関
を

、
少

な
く
と

も
1カ

所
医

療
計

画
に

明
記

。
複

数
明

記
す

る
場

合
は

、
一

体
的

に
機

能
で

き
る

よ
う

に
考

慮
す

る
こ

と
。

※
疾

患
等

毎
に

地
域

連
携

拠
点

機
能

及
び

地
域

精
神

科
医

療
提

供
機

能
を

担
う

医
療

機
関

を
、

精
神

医
療

圏
ご

と
に

１
カ

所
以

上
医

療
計

画
に

明
記

す
る

の
が

望
ま

し
い

。

多
様

な
精

神
疾

患
等

ご
と

の
都

道
府

県
連

携
拠

点
機

能
、

地
域

連
携

拠
点

機
能

、
地

域
精

神
科

医
療

提
供

機
能

に
関

す
る

医
療

機
能

の
要

件
は

、
都

道
府

県
ご

と
に

設
置

さ
れ

る
協

議
の

場
を

通
じ

て
、

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
て

個
別

に
設

定
し

、
医

療
計

画
に

明
記

す
る

こ
と

。

現
状

・
課

題
○
平

成
30
年

度
か
ら
は

、
医

療
計

画
、
障
害

福
祉

計
画

、
介
護
保

険
事

業
（

支
援
）
計

画
の

３
計

画
が
新
た

に
開

始
す

る
こ
と
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ
の

計
画

が
連
動
す

る
よ

う
に

、
同
一
の

理
念

を
共

有
す
る
。

ま
た

、
改

正
精
神
保

健
福

祉
法

に
基
づ
く

「
良

質
か

つ
適
切
な

精
神

障
害

者
に

対
す
る

医
療
の
提

供
を

確
保

す
る
た
め

の
指

針
」

を
踏
ま
え

て
、

多
様

な
精
神
疾

患
等

ご
と

に
医
療
機

関
の

役
割

分
担
・
連

携
を

推
進

す
る
と

と
も

に
、
患
者
本

位
の
医

療
を
実
現

し
て

い
け

る
よ
う
、

各
医

療
機

関
の
医
療

機
能

を
明

確
化
す
る

必
要

が
あ

る
。

○
平

成
30

年
度

か
ら

の
第

7次
医

療
計

画
で

は
、

多
様

な
精

神
疾

患
等

に
対

応
で

き
る

医
療

連
携

体
制

の
構

築
に

向
け

て
、

「
良

質
か

つ
適

切
な

精
神

障
害

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

を
確

保
す

る
た

め
の

指
針

」を
踏

ま
え

て
、

多
様

な
精

神
疾

患
等

ご
と

に
医

療
機

能
を

明
確

化
す

る
。

2
2
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多
様

な
精

神
疾

患
等

に
対

応
で

き
る

医
療

連
携

体
制

の
構

築
に

向
け

た
医

療
機

能
の

明
確

化
に

つ
い

て
②

医
療

計
画

上
の

多
様

な
精

神
疾

患
等

ご
と

の
医

療
機

能
の

明
確

化
の

イ
メ

ー
ジ

圏 域
医

療
機

関
統

合
失

調
症

認
知

症
児

童
・
思

春
期

精
神

疾
患

精
神

科
救

急
身

体
合

併
症

自
殺

未
遂

う つ
Ｐ

Ｔ
Ｓ

Ｄ
依

存
症

て
ん

か
ん

高
次

脳
機

能
障

害
摂

食
障

害
災

害
医

療
医

療
観

察

全 域
A病

院
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆

B病
院

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆

C病
院

☆
☆

☆
☆

○ ○ 圏 域

A病
院

◎
◎

D病
院

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

E病
院

◎
◎

◎
○

○
○

○
○

F診
療

所
○

○
○

○
○

G診
療

所
○

○
○

○
○

○
○

○

H訪
看

ST
○

○
○

○

△ △ 圏 域

B病
院

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

I病
院

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

J病
院

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

K病
院

○
○

○
○

○
○

L診
療

所
○

○
○

M
診

療
所

○
○

〇

◆ ◆ 圏 域

C病
院

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

N
病

院
◎

◎
○

○
◎

○
○

○
○

O
診

療
所

○
○

○
○

☆
：
都

道
府

県
連

携
拠

点
機

能
を

担
う

医
療

機
関

、
◎

：
地

域
連

携
拠

点
機

能
を

担
う

医
療

機
関

、
〇

：
地

域
精

神
科

医
療

提
供

機
能

を
担

う
医

療
機

関
2
3
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新
た

な
精

神
病

床
に

お
け

る
基

準
病

床
数

の
算

定
式

は
、

平
成

3
0
年

度
か

ら
開

始
す

る
第

７
次

医
療

計
画

と
第

５
期

障
害

福
祉

計
画

が
連

動
す

る
よ

う
に

、
第

５
期

障
害

福
祉

計
画

の
最

終
年

度
で

あ
る

平
成

3
2
年

度
末

の
精

神
病

床
に

お
け

る
入

院
需

要
（
患

者
数

）
と

の
整

合
性

を
図

る
。精

神
病

床
に

お
け

る
基

準
病

床
数

の
算

定
式

の
見

直
し

に
つ

い
て

現
状

・
課

題
○
現

行
の
精

神
病
床
の

基
準

病
床

数
の
算
定

式
は

、
「

精
神
保
健

医
療

福
祉

の
改
革
ビ

ジ
ョ

ン
（

平
成

16
年

）
」

に
お

け
る
精
神

保
健

医
療

福
祉
体

系
の

再
編
の
達

成
目

標
で

あ
る
、
①

平
均

残
存

率
（
１
年

未
満

群
）

24
％

以
下

、
②

退
院

率
（
１
年

以
上

群
）

29
％

以
上

を
前

提
と

し
て

い
る
こ

と
か
ら
、

新
た

な
目

標
値
と
の

整
合

性
の

図
ら
れ
た

算
定

式
へ

と
見
直
す

必
要

が
あ

る
。

○
こ

の
際
、

平
成

30
年

度
か

ら
開

始
す
る
医

療
計

画
と

障
害
福
祉

計
画

が
連

動
す
る
よ

う
に

、
第

５
期
障
害

福
祉

計
画

の
最
終
年

度
で

あ
る

平
成

32
年

度
末
の
精

神
病

床
に

お
け
る
入

院
需

要
（
患
者
数
）
と

の
整

合
性

を
図
る
必

要
が

あ
る

。

対
応

方
針

（
新

た
な

算
定

式
へ

の
見
直
し

）

○
平

成
3
0
年

度
か

ら
開

始
す

る
医

療
計

画
で

は
、

精
神

病
床

に
お

け
る

基
準

病
床

数
の

算
定

式
を

以
下

の
通

り
見

直
す

。

新
た

な
精

神
病

床
に

お
け

る
基

準
病

床
数

＝
(
平

成
3
2
年

度
末

の
入

院
需

要
（
患
者
数
）
＋

流
入

入
院

患
者

－
流

出
入

院
患

者
)
÷

病
床

利
用

率

2
4

急
性

期
入
院

需
要

急
性

期
入
院

需
要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要

回
復

期
入
院

需
要

慢
性

期
入
院

（
長
期

入
院
）
需

要
地

域
移

行
に

伴
う

基
盤

整
備

量

平
成

26
年

平
成

32
年

度
末

平
成

32
年

度
末

の
入
院

需
要

（
患
者
数
）

急
性

期
:3
ヶ

月
未
満
の

入
院

、
回

復
期

:3
～

12
ヶ

月
未

満
の
入
院

、
慢

性
期

:1
2ヶ

月
以

上
の

入
院

※
第
７
次
医
療
計
画

の
中
間
年
に
お
い
て
、
第
６
期
障
害
福
祉
計
画
と
整
合
性
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
基
準
病
床
数
を
見
直
す
。
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バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

国
（

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

組
織

）

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

モ
デ

ル
都

道
府

県
・

政
令

指
定

都
市

地
域

移
行

に
関

わ
る

保
健

・
医

療
・

福
祉

の
一

体
的

取
組

都
道

府
県

等
研

修
の

企
画

、
実

施
相

談
・

支
援

（
課

題
の

明
確

化
、

戦
略

策
定

）
地

域
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

全
国

会
議

の
企

画
、

実
施

個
別

相
談

・
支

援
（

電
話

、
メ

ー
ル

）
現

地
で

の
技

術
的

助
言

◆
都

道
府

県
等

研
修

へ
の

協
力

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

に
係

る
手

引
の

作
成

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

状
況

の
評

価
等

精
神
科
医
療
機
関

地
域
援
助
事
業
者

（
指
定
一
般
・
特
定

相
談
支
援
事
業
者
）

市
町
村

保
健
所

精
神

障
害

者
地

域
移

行
・

地
域

定
着

支
援

事
業

費

①
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

推
進

事
業

【
新

規
平

成
２

９
年

度
予

算
案

1
9

2
,8

9
3

千
円

】

※
地

域
生

活
支

援
事

業
、

社
会

福
祉

施
設

等
施

設
整

備
費

計
上

分
除

く

○
国

は
、

都
道

府
県

・
政

令
指

定
都

市
（以

下
、

都
道

府
県

等
）と

連
携

し
な

が
ら

モ
デ

ル
障

害
保

健
福

祉
圏

域
（以

下
、

モ
デ

ル
圏

域
）を

支
援

す
る

取
組

を
段

階
的

に
拡

大
し

、
好

事
例

の
ノ

ウ
ハ

ウ
の

蓄
積

と
横

展
開

に
よ

り
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を
支

援
す

る
。

○
都

道
府

県
等

は
計

画
的

に
地

域
の

基
盤

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

推
薦

し
た

都
道

府
県

等
密

着
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

連
携

し
な

が
ら

モ
デ

ル
圏

域
に

お
け

る
保

健
・医

療
・
福

祉
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
を

通
じ

て
、

地
域

移
行

の
推

進
の

仕
組

み
づ

く
り

に
携

わ
る

精
神

科
医

療
機

関
、

地
域

援
助

事
業

者
、

市
町

村
等

と
の

重
層

的
な

連
携

に
よ

る
支

援
体

制
を

構
築

す
る

。
ま

た
、

都
道

府
県

等
全

域
へ

の
普

及
を

図
る

。

モ
デ

ル
障

害
保

健
福

祉
圏

域

に
係

る
事

業
の

実
施

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

係
る

事
業

の
実

施

現
地

支
援

・
電

話
・
メ

ー
ル

相
談

事
業

内
容

（
保

健
・
医

療
・
福

祉
に

よ
る

協
議

の
場

の
実

施
は

必
須

）
①

精
神

障
害

者
の

住
ま

い
の

確
保

支
援

に
係

る
事

業
②

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

の
活

用
に

係
る

事
業

③
入

院
中

の
精

神
障

害
者

の
退

院
促

進
に

係
る

事
業

④
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

状
況

の
評

価
に

係
る

事
業

⑤
精

神
障

害
者

の
地

域
移

行
関

係
職

員
に

対
す

る
研

修
に

係
る

事
業

⑥
措

置
入

院
者

の
退

院
後

の
医

療
等

の
継

続
支

援
に

係
る

事
業

⑦
そ

の
他

精 神 障 害 に も 対 応 し た 地 域 包

括 ケ ア シ ス テ ム の 構 築 支 援 事 業

広
域

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

都
道

府
県

等
密

着
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
25
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＊
会

議
メ

ン
バ

ー
：
行

政
機

関
（
都

道
府

県
、

市
町

村
等

）、
医

療
関

係
団

体
、

精
神

科
病

院
の

地
域

移
行

に
関

わ
る

職
員

、
地

域
の

事
業

者
、

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
等

＊
会

議
を

統
括

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
メ

ニ
ュ

ー
を

調
整

す
る

「
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
」
の

設
置

＊
各

地
域

の
（
自

立
支

援
）
協

議
会

と
の

連
携

を
図

る
。

○
精

神
科

病
院

の
職

員
に

対
す

る
研

修
実

施
＊
行
政
機
関
、
地
域
の
事
業
所
等
が
協
働
し
、

精
神
科
病
院
の
職
員
に
向
け
た
研
修
を
実
施
す
る
。

・
院
内
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
立
案
の
支
援

・
研
修
実
施
の
講
師
派
遣

長
期

入
院

精
神

障
害

者
地

域
移

行
総

合
的

推
進

体
制

検
証

事
業

長
期
入
院
精
神
障
害
者
の
地
域
移
行
へ
の
取
組
に
積
極
的
な
地
域
に
お
い
て
、
検
討
会
取
り
ま
と
め
で
提
示
さ
れ
た

地
域
移
行
方
策
及
び
病
院
の
構
造
改
革
に
係
る
取
組
を
総
合
的
に
実
施
し
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

長
期
入
院
精
神
障
害
者
の
地
域
移
行
へ
の
取
組
に
積
極
的
な
地
域
に
お
い
て
、
検
討
会
取
り
ま
と
め
で
提
示
さ
れ
た

地
域
移
行
方
策
及
び
病
院
の
構
造
改
革
に
係
る
取
組
を
総
合
的
に
実
施
し
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

○
退

院
し

て
地

域
生

活
を

送
る

当
事

者
の

体
験

談
を

聞
く
等

の
地

域
移

行
に

む
け

た
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
・
退
院
し
地
域
生
活
を
送
る
当
事
者
の
体
験
談
を
聞
く
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
実
施

・
地
域
の
事
業
所
を
訪
問
し
、
活
動
を
体
験
す
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
実
施

・
高
齢
入
院
患
者
に
対
す
る
退
院
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
実
施

○
初

め
て

精
神

障
害

者
を

受
け

入
れ

る
事

業
所

等
へ

の
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

・
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
は
、
行
政
機
関
、
精
神
科

病
院
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
地
域
生
活
支
援

を
先
駆
的
に
行
っ
て
い
る
事
業
所
の
精
神
保
健

福
祉
士
等

・
事
業
所
職
員
等
の
研
修
、
問
題
が
生
じ
た
場
合

の
助
言
等
の
実
施

等

○
居

住
先

確
保

支
援

※
は

、
取

組
の

例
で

あ
る

。

地 域 移 行 推 進 連 携 会 議

期
待

さ
れ

る
効

果
：
長

期
入

院
患

者
の

地
域

移
行

数
の

増
、

地
域

福
祉

事
業

者
の

活
動

の
増

、
地

域
で

生
活

す
る

精
神

障
害

者
の

Ｑ
Ｏ

Ｌ
の

改
善

精
神

科
病

院
か

ら
の

退
院

に
向

け
た

支
援

○
地

域
生

活
に

向
け

た
段

階
的

な
支

援

地
域

生
活

の
支

援

平
成

２
８

年
度

予
算

７
５

，
１

２
８

千
円

（
※

社
会

福
祉

施
設

等
施

設
整

備
費

３
１

，
３

８
７

千
円

を
含

む
。

）
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長
期

入
院

精
神

障
害

者
地

域
移

行
総

合
的

推
進

体
制

検
証

事
業

平
成

２
７

年
度

事
業

実
施

結
果

27

＜
事

業
概

要
＞

長
期

入
院

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

へ
の

取
組

に
積

極
的

な
地

域
に

お
い

て
、

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

を
進

め
る

た
め

に
必

要
な

地
域

移
行

方
策

で
あ

る
「
退

院
に

向
け

た
意

欲
の

喚
起

」
「
本

人
の

意
向

に
沿

っ
た

移
行

支
援

」
「
地

域
生

活
の

支
援

」
及

び
「
病

院
の

構
造

改
革

に
係

る
取

組
」
を

総
合

的
に

実
施

し
、

そ
の

効
果

に
つ

い
て

検
証

す
る

モ
デ

ル
事

業
。

具
体

的
に

は
、

都
道

府
県

等
に

お
い

て
、

行
政

機
関

、
医

療
関

係
団

体
、

精
神

科
病

院
の

地
域

移
行

に
関

わ
る

職
員

、
地

域
の

事
業

者
、

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
等

か
ら

構
成

す
る

地
域

移
行

推
進

連
携

会
議

を
設

置
し

、
長

期
入

院
精

神
障

害
者

の
現

状
の

把
握

等
を

行
い

、
精

神
科

病
院

に
お

け
る

地
域

移
行

に
向

け
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
内

容
等

の
検

討
や

事
業

実
施

状
況

の
把

握
、

事
業

実
施

後
の

評
価

等
を

実
施

す
る

も
の

。
ま

た
、

精
神

科
病

院
職

員
に

対
す

る
研

修
や

、
退

院
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
と

し
て

体
験

談
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
、

事
業

所
体

験
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
、

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
な

ど
を

行
う

。
＜

目
的

＞
○

長
期

入
院

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

を
進

め
る

た
め

に
必

要
な

地
域

移
行

方
策

の
効

果
を

検
証

し
、

効
果

的
な

取
組

を
明

ら
か

に
す

る
。

＜
事

業
内

容
と

結
果

＞
３

自
治

体
に

お
い

て
以

下
の

事
業

を
実

施
（
※

各
自

治
体

の
事

業
内

容
の

詳
細

に
つ

い
て

は
別

紙
参

照
）

静
岡

県
大

阪
府

熊
本

市

事 業 内 容

事
業

実
施

圏
域

数
（
全

圏
域

数
）

１
（
７

）
１

６
（
１

８
）

１
（
１

）

支
援

対
象

と
な

る
精

神
科

病
院

数
（
全

精
神

科
病

院
数

）
１

（
３

８
）

５
０

（
６

２
）

７
（
２

０
）

１
．

地
域

移
行

連
携

推
進

会
議

実
施

実
施

実
施

２
．

精
神

科
病

院
か

ら
の

退
院

に
向

け
た

支
援

（
１

）
精

神
科

病
院

職
員

研
修

（
２

）
体

験
談

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
３

）
高

齢
入

院
患

者
地

域
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
１

）
精

神
科

病
院

職
員

研
修

（
体

験
談

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

事
業

所
体

験
プ

ロ
グ

ラ
ム

、
医

療
保

護
入

院
者

退
院

支
援

委
員

会
推

進
に

つ
い

て
は

、
地

域
生

活
支

援
事

業
で

実
施

）

（
１

）
精

神
科

病
院

職
員

研
修

（
２

）
体

験
談

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
３

）
高

齢
入

院
患

者
地

域
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

３
．

地
域

生
活

の
支

援
賃

貸
住

宅
を

利
用

し
た

外
出

外
泊

体
験

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

長
期

入
院

者
へ

の
意

向
調

査

結 果
事

業
実

施
圏

域
の

地
域

移
行

支
援

利
用

者
数

平
成

２
７

年
度

新
規

利
用

者
数

２
人

平
成

２
７

年
度

末
利

用
者

数
３

人
平

成
２

７
年

度
新

規
利

用
者

数
31

人
平

成
２

７
年

度
末

利
用

者
数

21
人

平
成

２
７

年
度

新
規

利
用

者
数

０
人

平
成

２
７

年
度

末
利

用
者

数
０

人

事
業

実
施

圏
域

の
入

院
精

神
障

害
者

数
（
各

年
６

月
３

０
日

現
在

）
平

成
２

６
年

度
１

年
未

満
33

8人
（
39

.6
％

）
１

年
以

上
51

6人
（
60

.4
％

）
平

成
２

６
年

度
１

年
未

満
4,

37
8人

（
39

.6
7％

）
１

年
以

上
6,

67
9人

（
60

.4
％

）
平

成
２

６
年

度
１

年
未

満
1,

09
1人

（
39

.0
％

）
１

年
以

上
1,

70
9人

（
61

.0
％

）

平
成

２
７

年
度

１
年

未
満

31
3人

（
39

.7
％

）
１

年
以

上
47

6人
（
60

.3
％

）
平

成
２

７
年

度
１

年
未

満
4,

42
1人

（
40

.4
％

）
１

年
以

上
6,

52
6人

（
59

.6
％

）
平

成
２

７
年

度
１

年
未

満
1,

16
2人

（
41

.3
％

）
１

年
以

上
1,

64
9人

（
58

.7
％

）

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
の

養
成

（
研

修
）
状

況
（
実

人
員

）
平

成
20

年
か

ら
「
退

院
促

進
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

事

業
」
を

実
施

し
て

い
る

が
統

一
し

た
養

成
研

修
は

実
施

せ
ず

、
各

委
託

事
業

所
が

独
自

に
養

成
し

て
い

る
状

況
。

平
成

27
年

「
退

院
促

進
ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
強

化
事

業
」

に
よ

り
活

動
し

た
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

数
12

6人

養
成

（
研

修
）
開

始
時

期
平

成
24

年
養

成
（
研

修
受

講
）
者

数
（
累

計
）

88
人

う
ち

平
成

２
７

年
度

新
規

養
成

者
数

15
人
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（
別

紙
）

平
成

２
７

年
度

長
期

入
院

精
神

障
害

者
地

域
移

行
実

施
内

容

28

１
．

地
域

移
行

連
携

推
進

会
議

静
岡

県
県

自
立

支
援

協
議

会
地

域
移

行
部

会
及

び
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

地
域

移
行

部
会

を
本

事
業

の
地

域
移

行
推

進
連

携
会

議
と

し
て

位
置

づ
け

。
そ

れ
ぞ

れ
、

事
業

評
価

会
議

及
び

担
当

者
会

議
と

し
て

実
施

。
会

議
の

メ
ン

バ
ー

は
、

各
関

係
団

体
、

学
識

経
験

者
、

保
健

師
、

自
治

体
職

員
等

。

大
阪

府
府

障
が

い
者

自
立

支
援

協
議

会
地

域
支

援
推

進
部

会
精

神
障

が
い

者
地

域
移

行
推

進
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

を
本

事
業

の
地

域
移

行
推

進
連

携
会

議
と

し
て

位
置

づ
け

。
会

議
の

メ
ン

バ
ー

は
相

談
支

援
事

業
者

、
学

識
経

験
者

、
看

護
師

、
医

師
、

自
治

体
職

員
等

。

熊
本

市
市

精
神

障
が

い
者

地
域

移
行

支
援

部
会

及
び

地
域

移
行

支
援

協
議

会
を

本
事

業
の

地
域

移
行

推
進

連
携

会
議

と
し

て
位

置
づ

け
。

会
議

の
メ

ン
バ

ー
は

、
各

医
療

機
関

の
精

神
保

健
福

祉
士

、
看

護
師

等
、

相
談

支
援

専
門

員
、

保
健

師
、

市
職

員
等

。

２
．

精
神

科
病

院
か

ら
の

退
院

に
向

け
た

支
援

（
１

）
精

神
科

病
院

職
員

研
修

静
岡

県
支

援
対

象
と

な
る

精
神

科
病

院
の

職
員

に
対

し
、

地
域

生
活

に
移

行
可

能
な

入
院

中
の

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

を
促

進
す

る
た

め
に

、
医

療
機

関
に

お
い

て
地

域
移

行
を

促
進

し
て

い
く
中

核
的

な
人

材
を

育
成

す
る

こ
と

を
目

的
に

「
地

域
移

行
支

援
に

お
け

る
看

護
職

員
の

役
割

と
多

職
種

連
携

」
と

し
て

１
回

実
施

。

大
阪

府
府

内
の

精
神

病
床

を
有

す
る

病
院

の
職

員
に

対
し

、
全

体
研

修
と

し
て

「
長

期
入

院
患

者
の

地
域

移
行

の
取

り
組

み
の

視
点

に
つ

い
て

・
精

神
科

病
院

（
５

病
院

）
か

ら
の

実
践

報
告

」
を

テ
ー

マ
に

１
回

実
施

。
ま

た
、

各
病

院
ご

と
に

地
域

移
行

に
関

す
る

理
解

促
進

等
を

目
的

と
し

た
院

内
研

修
を

実
施

。

熊
本

市
連

携
会

議
参

加
者

に
対

し
、

「
看

護
の

視
点

に
よ

る
地

域
移

行
・
地

域
定

着
支

援
に

つ
い

て
」
「
相

談
支

援
事

業
所

の
活

動
紹

介
」
「
地

域
移

行
支

援
の

ポ
イ

ン
ト

説
明

」
「
医

療
機

関
に

お
け

る
地

域
移

行
支

援
に

つ
い

て
（
実

践
報

告
）
」
の

テ
ー

マ
で

計
４

回
実

施
。

（
２

）
体

験
談

プ
ロ

グ
ラ

ム

静
岡

県
実

際
の

退
院

者
か

ら
退

院
ま

で
の

経
緯

、
現

在
の

生
活

等
に

つ
い

て
の

体
験

談
を

聞
く
座

談
会

を
月

１
回

（
計

１
２

回
）
開

催
。

当
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
個

別
の

外
出

支
援

を
合

わ
せ

る
こ

と
で

、
退

院
に

対
す

る
患

者
の

言
動

に
変

化
認

め
ら

れ
て

い
る

。

大
阪

府
（
都

道
府

県
地

域
生

活
支

援
事

業
に

よ
り

、
退

院
促

進
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

活
動

と
し

て
「
体

験
談

プ
ロ

グ
ラ

ム
」
「
病

棟
訪

問
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
「
事

業
所

体
験

プ
ロ

グ
ラ

ム
」
を

実
施

）

熊
本

市
  

精
神

科
病

院
か

ら
の

依
頼

に
対

し
て

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
を

派
遣

。
入

院
患

者
と

の
茶

話
会

・
体

験
談

発
表

・
レ

ク
レ

ー
シ

ョ
ン

等
を

通
し

て
の

交
流

の
機

会
を

２
医

療
機

関
等

で
計

９
回

開
催

。
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

と
入

院
患

者
と

の
交

流
が

深
ま

り
、

地
域

生
活

を
イ

メ
ー

ジ
す

る
き

っ
か

け
づ

く
り

に
つ

な
が

っ
て

い
る

。

（
３

）
高

齢
入

院
患

者
地

域
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

静
岡

県
本

事
業

参
加

病
院

は
平

成
2
5
年

度
よ

り
高

齢
入

院
患

者
地

域
支

援
事

業
※

を
実

施
し

て
い

た
。

多
職

種
の

支
援

ス
タ

ッ
フ

が
チ

ー
ム

と
な

り
、

退
院

支
援

を
4
8
名

に
実

施
し

（
平

成
2
5
年

度
か

ら
の

支
援

開
始

を
含

む
）
、

う
ち

1
3
名

が
退

院
し

た
。

熊
本

市
本

事
業

参
加

病
院

の
う

ち
当

該
プ

ロ
グ

ラ
ム

参
加

病
院

は
３

病
院

あ
り

、
平

成
2
4
年

度
よ

り
高

齢
入

院
患

者
地

域
支

援
事

業
※

を
実

施
し

て
い

た
。

長
期

入
院

高
齢

患
者

に
対

し
多

職
種

チ
ー

ム
に

よ
る

退
院

支
援

を
3
名

に
実

施
し

（
平

成
2
4
年

度
か

ら
の

支
援

開
始

を
含

む
）
、

う
ち

１
名

が
退

院
し

た
。

※
高

齢
入

院
患

者
地

域
支

援
事

業
：
精

神
科

病
院

に
入

院
し

て
い

る
概

ね
6
0
歳

以
上

の
高

齢
入

院
患

者
（
主

診
断

名
が

統
合

失
調

症
の

者
）
を

対
象

に
、

病
院

内
の

医
師

、
看

護
師

、
精

神
保

健
福

祉
士

等
の

多
職

種
と

、
相

談

支
援

専
門

員
や

介
護

支
援

専
門

員
と

い
っ

た
地

域
の

関
係

者
が

チ
ー

ム
と

な
り

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

十
分

に
連

携
の

下
、

退
院

に
向

け
た

支
援

を
行

う
。

３
．

地
域

生
活

の
支

援

静
岡

県
＜

賃
貸

住
宅

を
利

用
し

た
外

出
、

外
泊

体
験

＞
地

域
の

賃
貸

住
宅

の
一

室
を

体
験

用
の

部
屋

と
し

て
借

り
上

げ
、

見
学

ツ
ア

ー
の

実
施

、
食

事
、

調
理

、
テ

レ
ビ

視
聴

、
家

事
体

験
（
掃

除
洗

濯
等

）
等

の
日

中
体

験
、

外
泊

体
験

等
の

体
験

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

1
3
名

に
実

施
し

、
う

ち
１

名
が

退
院

し
た

。

大
阪

府

＜
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

＞
「
精

神
障

が
い

者
地

域
移

行
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」
を

各
圏

域
に

配
置

し
、

地
域

か
ら

の
精

神
科

病
院

へ
の

働
き

か
け

に
加

え
、

精
神

科
病

院
が

企
画

す
る

退
院

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
へ

の
支

援
や

、
新

た
に

地
域

移
行

の
働

き
か

け
を

行
う

事
業

所
（
基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
な

ど
）
や

市
町

村
自

立
支

援
協

議
会

な
ど

に
対

し
て

、
こ

れ
ま

で
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
も

と
に

ア
ド

バ
イ

ス
を

提
供

。
各

圏
域

1
7
事

業
所

が
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

受
託

し
、

計
1
,7

5
9
回

の
活

動
を

実
施

。

＜
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

＞
　

関
係

機
関

か
ら

の
相

談
や

講
師

派
遣

依
頼

時
に

、
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
を

派
遣

す
る

（
地

域
体

制
整

備
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
3
名

で
対

応
）
。

ま
た

、
デ

イ
ケ

ア
・
地

域
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
を

派
遣

し
、

利
用

者
と

の
日

常
生

活
に

関
す

る
意

見
交

換
を

行
い

再
発

予
防

を
図

る
。

＜
長

期
入

院
者

へ
の

意
向

調
査

＞
市

内
の

精
神

科
病

院
の

長
期

入
院

者
に

対
し

、
地

域
移

行
に

関
す

る
意

向
調

査
（
抽

出
調

査
）
と

し
て

、
退

院
の

希
望

と
時

期
、

退
院

後
の

住
ま

い
、

サ
ー

ビ
ス

、
支

援
等

に
つ

い
て

調
査

を
実

施
。

1
8
病

院
（
約

3
5
0
名

）
よ

り
回

答
が

得
ら

れ
た

。

熊
本

市
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バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

国
（

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

組
織

）

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

モ
デ

ル
都

道
府

県
・

政
令

指
定

都
市

地
域

移
行

に
関

わ
る

保
健

・
医

療
・

福
祉

の
一

体
的

取
組

都
道

府
県

等
研

修
の

企
画

、
実

施
相

談
・

支
援

（
課

題
の

明
確

化
、

戦
略

策
定

）
地

域
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

全
国

会
議

の
企

画
、

実
施

個
別

相
談

・
支

援
（

電
話

、
メ

ー
ル

）
現

地
で

の
技

術
的

助
言

◆
都

道
府

県
等

研
修

へ
の

協
力

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

に
係

る
手

引
の

作
成

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

状
況

の
評

価
等

精
神
科
医
療
機
関

地
域
援
助
事
業
者

（
指
定
一
般
・
特
定

相
談
支
援
事
業
者
）

市
町
村

保
健
所

精
神

障
害

者
地

域
移

行
・

地
域

定
着

支
援

事
業

費

②
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

支
援

事
業

【
新

規
平

成
２

９
年

度
予

算
案

：
3

7
,5

0
0

千
円

】

○
国

は
、

都
道

府
県

・
政

令
指

定
都

市
（以

下
、

都
道

府
県

等
）と

連
携

し
な

が
ら

モ
デ

ル
障

害
保

健
福

祉
圏

域
（以

下
、

モ
デ

ル
圏

域
）を

支
援

す
る

取
組

を
段

階
的

に
拡

大
し

、
好

事
例

の
ノ

ウ
ハ

ウ
の

蓄
積

と
横

展
開

に
よ

り
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を
支

援
す

る
。

○
都

道
府

県
等

は
計

画
的

に
地

域
の

基
盤

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

推
薦

し
た

都
道

府
県

等
密

着
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

連
携

し
な

が
ら

モ
デ

ル
圏

域
に

お
け

る
保

健
・医

療
・
福

祉
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
を

通
じ

て
、

地
域

移
行

の
推

進
の

仕
組

み
づ

く
り

に
携

わ
る

精
神

科
医

療
機

関
、

地
域

援
助

事
業

者
、

市
町

村
等

と
の

重
層

的
な

連
携

に
よ

る
支

援
体

制
を

構
築

す
る

。
ま

た
、

都
道

府
県

等
全

域
へ

の
普

及
を

図
る

。

モ
デ

ル
障

害
保

健
福

祉
圏

域

に
係

る
事

業
の

実
施

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

係
る

事
業

の
実

施

現
地

支
援

・
電

話
・
メ

ー
ル

相
談

事
業

内
容

（
保

健
・
医

療
・
福

祉
に

よ
る

協
議

の
場

の
実

施
は

必
須

）
①

精
神

障
害

者
の

住
ま

い
の

確
保

支
援

に
係

る
事

業
②

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

の
活

用
に

係
る

事
業

③
入

院
中

の
精

神
障

害
者

の
退

院
促

進
に

係
る

事
業

④
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

状
況

の
評

価
に

係
る

事
業

⑤
精

神
障

害
者

の
地

域
移

行
関

係
職

員
に

対
す

る
研

修
に

係
る

事
業

⑥
措

置
入

院
者

の
退

院
後

の
医

療
等

の
継

続
支

援
に

係
る

事
業

⑦
そ

の
他

精 神 障 害 に も 対 応 し た 地 域 包

括 ケ ア シ ス テ ム の 構 築 支 援 事 業

広
域

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

都
道

府
県

等
密

着
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
29
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
支

援
事

業
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

役
割

①
広

域
ア

ド
バ

イ
ザ

ー

・
１

～
３

都
道

府
県

等
を

広
域

的
に

担
当

、
国

（委
託

先
）
が

選
任

・
地

域
移

行
推

進
の

実
践

経
験

の
あ

る
保

健
・医

療
・
福

祉
関

係
者

を
想

定

・
地

域
移

行
の

実
践

経
験

を
い

か
し

、
保

健
・医

療
・福

祉
に

よ
る

協
議

の
場

の
体

制
整

備
、

住
ま

い
の

確
保

支
援

、
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
、

退
院

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
実

態
把

握
等

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
等

の
担

当
者

及
び

都
道

府
県

等
密

着
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
に

具
体

的
に

ア
ド

バ
イ

ス
す

る
。

②
都

道
府

県
等

密
着

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

・
所

在
（
モ

デ
ル

圏
域

）
の

１
都

道
府

県
等

を
担

当
、

都
道

府
県

等
の

推
薦

を
受

け
、

国
（委

託
先

）
が

選
任 ・
行

政
、

医
療

、
福

祉
分

野
か

ら
各

１
名

程
度

（計
３

名
程

度
の

複
数

名
の

チ
ー

ム
）

・
担

当
都

道
府

県
等

の
モ

デ
ル

圏
域

（３
圏

域
程

度
を

想
定

）の
担

当
者

が
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
向

け
精

神
障

害
者

の
地

域
移

行
を

実
践

す
る

中
で

抱
え

る
課

題
等

に
対

す
る

日
常

的
な

相
談

・
支

援
を

行
う

。

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

係
る

事
業

の
実

施
に

取
り

組
む

モ
デ

ル
障

害
保

健
福

祉
圏

域
（
以

下
、

モ
デ

ル
圏

域
）
に

対
し

、
都

道
府

県
及

び
政

令
指

定
都

市
（
以

下
、

都
道

府
県

等
と

す
る

）
の

担
当

者
と

連
携

し
て

、
モ

デ
ル

圏
域

の
関

係
機

関
等

対
し

研
修

及
び

個
別

相
談

等
の

技
術

的
支

援
を

行
う 30
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
強

化
プ

ロ
グ

ラ
ム

保
健

・
医

療
・

福
祉

関
係

者
が

情
報

共
有

や
連

携
を

行
う

協
議

の
場

の
構

築

障
害

保
健

福
祉

圏
域

及
び

市
町

村
ご

と
の

協
議

の
場

を
通

じ
て

、
精

神
科

医
療

機
関

、
そ

の
他

の
医

療
機

関
、

地
域

援
助

事
業

者
、

市
町

村
等

と
の

重
層

的
な

連
携

に
よ

る
支

援
体

制
の

構
築

の
推

進

障
害

福
祉

計
画

、
医

療
計

画
で

示
さ

れ
た

目
標

の
達

成
に

向
け

た
取

組
の

強
化

保
健

・
医

療
・

福
祉

に
よ

る
協

議
の

場
は

定
期

的
な

開
催

を
原

則
と

す
る

（
１

ヶ
月

に
１

回
程

度
）

協
議

の
場

に
お

い
て

は
個

別
事

例
の

検
討

、
各

計
画

の
進

捗
状

況
の

確
認

（
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
の

実
施

）
等

を
行

う

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
の

活
躍

の
場

の
拡

大
の

た
め

の
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
等

に
取

り
組

む

＜
コ

ン
セ

プ
ト

＞

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
支

援
と

は

3
1
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地
域

移
行

に
資

す
る

事
業

の
実

施
・

保
健

・
医

療
・

福
祉

に
よ

る
協

議
の

場
の

開
催

に
加

え
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

、
住

ま
い

の
確

保
支

援
、

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
の

整
備

、
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
、

退
院

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
実

態
把

握
、

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

関
係

職
員

に
対

す
る

研
修

の
実

施
等

の
事

業
を

行
う

支 援

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

＋
都

道
府

県
担

当
者

・
地

域
の

課
題

の
分

析
に

関
す

る
助

言
・

戦
略

策
定

の
支

援

Ｏ
Ｊ

Ｔ
（

o
n

-
th

e
-
jo

b
 t

ra
in

in
g
）

に
よ

る
行

政
、

保
健

、
医

療
、

福
祉

の
中

核
的

な
人

材
の

育
成

地
域

移
行

に
資

す
る

事
業

の
推

進
（

※
障

害
福

祉
計

画
、

介
護

保
険

事
業

計
画

、
医

療
計

画
の

目
標

達
成

に
向

け
て

）

課
題

の
明

確
化

・
圏

域
内

の
長

期
入

院
精

神
障

害
者

の
現

状
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
整

備
状

況
等

を
ふ

ま
え

、
障

害
福

祉
計

画
の

目
標

と
の

進
捗

状
況

等
の

情
報

を
整

理
す

る

国
（

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

組
織

）
モ

デ
ル

都
道

府
県

等
モ

デ
ル

都
道

府
県

等
モ

デ
ル

障
害

保
健

福
祉

圏
域

モ
デ

ル
障

害
保

健
福

祉
圏

域

戦
略

策
定

・
保

健
・

医
療

・
福

祉
に

よ
る

協
議

の
場

と
の

連
携

を
図

り
つ

つ
、

圏
域

内
で

ど
の

よ
う

に
地

域
移

行
を

推
進

す
る

の
か

等
の

具
体

的
な

戦
略

を
立

案
し

、
目

標
値

（
指

標
）

と
の

関
係

を
明

確
化

す
る

支 援 支 援

相 談

圏
域

内
の

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

の
た

め
の

関
係

者
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

形
成

・
強

化

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
支

援
事

業
都

道
府

県
・

政
令

指
定

都
市

（
都

道
府

県
等

）
の

役
割

3
2

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

＋
都

道
府

県
等

担
当

者
・

障
害

福
祉

計
画

の
成

果
目

標
や

活
動

指
標

に
基

づ
き

現
状

の
確

認
・

課
題

の
明

確
化

に
つ

い
て

具
体

的
に

助
言

都
道

府
県

毎
の

研
修

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

＋
都

道
府

県
等

担
当

者
・

事
業

実
施

に
あ

た
り

問
題

、
課

題
が

発
生

し
た

場
合

の
支

援
・

人
材

育
成

に
つ

い
て

具
体

的
に

支
援

現
地

支
援

・
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
・

都
道

府
県

担
当

者
等

合
同

会
議

①
・

（
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
会

議
①

）
（

同
日

開
催

）

都
道

府
県

等
担

当
者

・
モ

デ
ル

障
害

保
健

福
祉

圏
域

選
定

・
都

道
府

県
等

密
着

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
推

薦

都
道

府
県

等
担

当
者

・
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

協
力

し
、

モ
デ

ル
圏

域
の

経
過

を
把

握
す

る
・

都
道

府
県

毎
の

研
修

＜
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
＞

４
月

６
月

７
月 ９
月 ・
（

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

会
議

②
）

２
月

・
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
・

都
道

府
県

担
当

者
等

合
同

会
議

②
・

（
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
会

議
③

）
（

同
日

開
催

）

３
月
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難
治

性
精

神
疾

患
地

域
連

携
体

制
整

備
事

業
（
モ

デ
ル

事
業

）

精
神

病
床

に
入

院
し

て
い

る
難

治
性

の
精

神
疾

患
を

有
す

る
患

者
は

、
退

院
が

困
難

と
な

り
、

入
院

が
長

期
化

し
や

す
い

が
、

ク
ロ

ザ
ピ

ン
や

m
EC

T等
の

専
門

的
治

療
に

よ
り

地
域

生
活

へ
移

行
す

る
例

も
少

な
く
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

治
療

を
実

施
す

る
た

め
に

は
、

精
神

科
病

院
と

血
液

内
科

・
麻

酔
科

等
を

有
す

る
医

療
機

関
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

等
に

よ
り

、
地

域
連

携
体

制
を

構
築

す
る

必
要

が
あ

る
。

現
状

と
課

題

①
難

治
性

精
神

疾
患

地
域

連
携

体
制

の
「
見

え
る

化
」
と

そ
の

横
展

開
、

②
専

門
的

治
療

を
提

供
で

き
る

医
療

機
関

の
充

実
③

長
期

入
院

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

の
進

展
、

④
精

神
病

床
に

お
け

る
平

均
在

院
日

数
の

短
縮

化

期
待

さ
れ

る
成

果

コ
ア

医
療

機
関

難
治

性
の

精
神

疾
患

を
有

す
る

患
者

円
滑

な
専

門
的

治
療

導
入

◆
ク

ロ
ザ

ピ
ン

◆
ｍ
E
C
T

等

血
液

内
科

麻
酔

科

改
善

連
携

会
議

事
例

研
修

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

難
治

性
の

精
神

疾
患

を
有

す
る

患
者

が
、

ど
こ

に
入

院
し

て
い

て
も

、
ク

ロ
ザ

ピ
ン

や
m

E
C

T
等

の
専

門
的

治
療

を
受

け
る

こ
と

の
で

き
る

地
域

連
携

体
制

を
構

築
す

る
た

め
に

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

複
数

の
地

域
連

携
モ

デ
ル

を
明

ら
か

に
す

る
。

難
治

性
の

精
神

疾
患

を
有

す
る

患
者

が
、

ど
こ

に
入

院
し

て
い

て
も

、
ク

ロ
ザ

ピ
ン

や
m

E
C

T
等

の
専

門
的

治
療

を
受

け
る

こ
と

の
で

き
る

地
域

連
携

体
制

を
構

築
す

る
た

め
に

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

複
数

の
地

域
連

携
モ

デ
ル

を
明

ら
か

に
す

る
。

都
道

府
県

と
コ

ア
医

療
機

関
は

、
協

働
し

て
、

①
精

神
科

病
院

と
血

液
内

科
、

麻
酔

科
等

を
有

す
る

医
療

機
関

と
の

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

②
既

に
地

域
連

携
体

制
を

構
築

し
て

い
る

医
療

機
関

よ
り

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

を
招

聘
し

、
地

域
連

携
体

制
の

整
備

に
関

す
る

研
修

を
行

う

③
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

所
属

す
る

医
療

機
関

に
よ

る
連

携
会

議
を

開
催

し
、

活
動

状
況

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

連
携

調
整

、
連

携
維

持
を

行
い

、
専

門
的

治
療

を
入

院
、

外
来

で
円

滑
に

実
施

専
門

治
療

提
供

の
維

持

2
8
年

度
予

算
4
.8

0
0
千

円
→

2
9
年

度
予

算
案

4
,1

3
6
千

円

事
業

概
要

3
3
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ク
ロ

ザ
ピ

ン
（
C

L
Z
）
に

つ
い

て
（
参

考
）

１
．

ク
ロ

ザ
ピ

ン
の

効
果

治
療

抵
抗

性
統

合
失

調
症

(※
)の

治
療

薬
と

し
て

世
界

各
国

で
販

売
さ

れ
て

い
る

内
服

薬
で

あ
る

。
治

療
抵

抗
性

合
失

調
症

で
あ

っ
て

も
、

そ
の

30
-7

0％
に

症
状

の
大

幅
な

改
善

ま
た

は
一

部
改

善
が

見
ら

れ
る

。
(※

)
治

療
抵

抗
性

統
合

失
調

症
と

は
、

他
の

薬
剤

を
十

分
量

、
十

分
期

間
使

用
し

て
も

全
く
症

状
改

善
が

見
ら

れ
な

い
患

者
を

い
う

。

３
．

CP
M

S（
ク

ロ
ザ

ピ
ン

患
者

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

サ
ー

ビ
ス

）
に

つ
い

て

２
．

ク
ロ

ザ
ピ

ン
の

副
作

用
重

大
な

副
作

用
は

、
無

顆
粒

球
症

(※
)で

、
本

邦
で

の
頻

度
は

約
1％

。

(※
)

無
顆

粒
球

症
と

は
、

薬
剤

の
影

響
で

白
血

球
の

数
が

減
り

、
そ

の
中

で
も

細
菌

感
染

防
御

を
お

こ
な

う
好

中
球

（
顆

粒
球

）
が

著
明

に
減

少
し

、
感

染
し

や
す

く
、

ま
た

感
染

症
の

重
症

化
を

引
き

起
こ

し
、

時
に

死
に

至
る

も
の

。

他
の

ま
れ

で
、

重
大

な
副

作
用

1．
心

筋
炎

、
心

筋
症

2．
糖

尿
病

性
ケ

ト
ア

シ
ド

ー
シ

ス
3．

肺
血

栓
塞

栓
症

、
深

部
静

脈
血

栓
症

4．
て

ん
か

ん
発

作
5．

悪
性

症
候

群
6．

肝
機

能
障

害
7．

腸
閉

塞
・
麻

痺
性

イ
レ

ウ
ス

→
緊

急
入

院
治

療
を

血
液

内
科

で
行

う
必

要
が

あ
る

○
CP

M
Sは

、
米

国
を

始
め

世
界

数
ヶ

国
で

導
入

さ
れ

て
お

り
、

無
顆

粒
球

症
等

の
重

大
な

副
作

用
の

早
期

発
見

及
び

早
期

治
療

を
目

的
と

す
る

。

○
ク

ロ
ザ

ピ
ン

を
使

用
す

る
医

師
、

医
療

機
関

、
薬

局
及

び
患

者
の

登
録

を
行

っ
た

上
で

、
血

液
検

査
結

果
に

関
す

る
医

師
の

確
実

な
評

価
を

支
援

す
る

。

○
日

本
で

は
薬

事
承

認
上

、
CP

M
S体

制
整

備
を

条
件

と
し

た
上

で
、

ク
ロ

ザ
ピ

ン
の

製
造

販
売

承
認

を
行

っ
て

い
る

。

○
医

療
機

関
登

録
時

に
は

、
精

神
科

医
の

講
習

修
了

等
の

み
な

ら
ず

、
無

顆
粒

球
症

の
早

期
治

療
を

行
う

た
め

に
血

液
内

科
医

と
連

携
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

（
参

考
：ク

ロ
ザ

ピ
ン

処
方

率
）

ド
イ

ツ
14

％

中
国

24
.6

％

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
26

％

ニ
ュ

ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

32
.8

％

日
本

0.
6％

出
典

：
厚

生
労

働
省

平
成

2
5
年

度
障

害
者

総
合

福
祉

推
進

事
業

「
精

神
病

床
に

入
院

し
て

い
る

難
治

性
患

者
の

地
域

移
行

の
推

進
に

向
け

た
支

援
の

在
り

方
に

関
す

る
実

態
調

査
に

つ
い

て
」

平
成

2
6
年

３
月

公
益

社
団

法
人

全
国

自
治

体
病

院
協

議
会

3
4
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○
C

P
M

S
登

録
上

の
課

題
で

あ
る

単
科

精
神

科
病

院
と

血
液

内
科

と
精

神
科

を
持

つ
総

合
病

院
と

の
連

携
を

、
琉

球
病

院
を

介
す

る
こ

と
で

実
現

。
○

連
携

会
議

に
、

関
係

機
関

に
加

え
C

P
M

S
非

登
録

医
療

機
関

も
参

加
す

る
こ

と
で

、
C

P
M

S
登

録
医

療
機

関
と

非
登

録
機

関
と

が
顔

の
見

え
る

関
係

を
構

築
で

き
、

患
者

が
沖

縄
本

島
の

ど
こ

に
住

ん
で

い
て

も
、

ク
ロ

ザ
ピ

ン
の

導
入

・
使

用
維

持
が

可
能

と
な

る
。

○
入

院
導

入
を

琉
球

病
院

で
行

い
、

最
も

副
作

用
が

出
や

す
い

時
期

を
安

全
に

経
過

さ
せ

る
こ

と
で

、
ク

ロ
ザ

ピ
ン

使
用

の
不

安
を

軽
減

。

【
沖

縄
県
の

基
本
情
報

（
平

成
25
年

6月
現
在

）
】

【
沖

縄
県
の

役
割
】

○
連
携
会
議
の
開
催
、
各
医
療
圏
連
携
参
加
病
院
の
調
整

【
琉

球
病
院

（
コ
ア
医

療
機

関
）

の
役
割
】

○
CL
Z入

院
導
入
、
連
携
機
関
緊
急
時
相
談
・
必
要
な
連
携
連
絡
の
仲
介
、
新

規
CP
MS
登
録
に
向
け
た
研
修
開
催
、
新
規
入
院
引
き
受
け
機
関
の
支
援

人
口

1,
41

4,
12

0
人

面
積

2,
28

1
km

2

市
町

村
の

数
41

自
治

体
単

科
精

神
科

病
院

の
数

18
病

院

精
神

病
床

数
5,

41
2

床

入
院

後
3
ヶ

月
時

点
の

退
院

率
69

.2
％

入
院

後
1
年

時
点

の
退

院
率

86
.8

％
平

均
在

院
日

数
27

4.
1

日

沖
縄

県
の

取
り

組
み

～
琉

球
病

院
を

拠
点

と
し

た
沖

縄
連

携
モ

デ
ル

～

病
床

数
40

6
床

う
ち

一
般

精
神

病
床

数
28

9
床

う
ち

医
療

観
察

法
病

床
37

床

う
ち

重
症

心
身

障
害

児
病

床
80

床

入
院

後
3
ヶ

月
時

点
の

退
院

率
（
一

般
精

神
病

床
）

63
.2

％

入
院

後
1
年

時
点

の
退

院
率

（
一

般
精

神
病

床
）

90
.4

％

平
均

在
院

日
数

（
一

般
精

神
病

床
）

20
1

日

【
具
体

的
体

制
】

連
絡

相
談

診 療 所

病 院

病 院

診 療 所

琉
球

病
院

病 院

連
携

会
議

参
加

医
療

機
関

１
１

CP
M

S登
録

済
機

関
３

CP
M

S登
録

検
討

機
関

２
CP

M
S非

登
録

機
関

６

入
院

導
入

は
琉

球
病

院
維

持
・
フ

ォ
ロ

ー
は

地
域

の
CP

M
S登

録
医

療
機

関

県
立

沖
縄

中
部

病
院

血
液

内
科

精
神

科
コ

ア
病

院
経

由
で

連
携

実
現

○
コ

ア
医

療
機

関
○

CP
M

S登
録

医
療

機
関

○
CP

M
S非

登
録

医
療

機
関

2
4

6
12

11
18

6
14

31
27

12
4

25
%

22
%

16
%

31
%

48
%

82
%

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

○
沖

縄
県

で
は

、
CL

Zに
関

す
る

地
域

連
携

を
進

め
た

結
果

、
CL

Z
の

導
入

者
の

う
ち

琉
球

病
院

以
外

の
患

者
の

占
め

る
割

合
が

増
加

し
、

地
域

の
医

療
提

供
体

制
が

整
備

さ
れ

て
き

て
い

る
。

（
参

考
：

国
立
病

院
機
構

琉
球
病

院
の

基
本

情
報

）

CL
Z導

入
症

例
数

の
推

移

【
地

域
連

携
の

効
果

】

琉
球

病
院

患
者

他
院

紹
介

患
者

紹
介

患
者

が
占

め
る

割
合

難
治

性
精

神
疾

患
地

域
連

携
体

制
整

備
事

業
沖

縄
県

の
報

告
3
5
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【
千

葉
県

の
基

本
情

報
（
平

成
27

年
10

月
現

在
】

人
口

6
,2

0
7
,9

9
0

人

面
積

5
,1

5
8

km
2

市
町

村
の

数
5
4

自
治

体

単
科

精
神

科
病

院
の

数
4
0

病
院

精
神

病
床

数
1
2
,9

3
6

床

千
葉

県
の

取
り

組
み

～
ク

ロ
ザ

ピ
ン

・
サ

タ
ー

ン
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
～

○
単

科
精

神
科

病
院

（
リ

ン
グ

ホ
ス

ピ
タ

ル
）で

不
安

な
く
ク

ロ
ザ

ピ
ン

を
使

用
で

き
る

よ
う

、
①

連
携

総
合

病
院

（
コ

ア
ホ

ス
ピ

タ
ル

）
の

い
ず

れ
か

が
無

顆
粒

球
症

患
者

を
必

ず
受

け
入

れ
る

体
制

、
②

単
科

精
神

病
院

と
、

連
携

総
合

病
院

で
担

当
者

同
士

の
顔

の
見

え
る

関
係

を
維

持
し

、
重

篤
な

副
作

用
を

発
症

す
る

前
か

ら
各

総
合

病
院

と
の

情
報

共
有

・相
談

、
と

い
う

２
つ

の
安

心
を

実
現

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
難

治
性

精
神

疾
患

地
域

連
携

体
制

を
構

築
。

（
ク

ロ
ザ

ピ
ン

・サ
タ

ー
ン

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

）
○

千
葉

県
は

医
療

計
画

に
治

療
抵

抗
性

統
合

失
調

症
治

療
薬

の
適

切
な

使
用

の
普

及
を

明
記

し
、

連
携

体
制

を
推

進
。

【
サ

タ
ー

ン
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
立

ち
上

げ
ま

で
の

経
緯

】

【
ア

ウ
ト

カ
ム

】
（
平

成
2
7
年

1
2
月

現
在

）

C
P

M
S

登
録

施
設

：
1
4
施

設

C
P

M
S

登
録

患
者

数
2
0
3
名

【
連

携
総

合
病

院
(コ

ア
ホ

ス
ピ

タ
ル

)の
役

割
】

院
内

精
神

科
と

他
科

と
の

連
携

を
深

化
し

重
症

副
作

用
患

者
を

受
入

【
単

科
精

神
科

病
院

(リ
ン

グ
ホ

ス
ピ

タ
ル

)の
役

割
】

コ
ア

ホ
ス

ピ
タ

ル
へ

の
早

期
の

情
報

提
供

や
相

談
【
千

葉
大

学
】

各
病

院
の

実
務

者
の

関
係

構
築

に
医

育
機

関
と

し
て

の
強

み
を

活
か

し
て

、
連

携
体

制
構

築
に

お
け

る
課

題
を

解
決

【
県

】
医

療
計

画
等

の
医

療
政

策
へ

反
映

コ
ア

ホ
ス

ピ
タ

ル
（
連

携
総

合
病

院
）

リ
ン

グ
ホ

ス
ピ

タ
ル

（
単

科
精

神
科

病
院

）

【
連

携
総

合
病

院
（
コ

ア
ホ

ス
ピ

タ
ル

）
の

取
組

】
精

神
科

と
他

科
と

の
良

質
な

リ
エ

ゾ
ン

連
携

に
よ

り
、

顔
の

見
え

る
関

係
・
信

頼
関

係
を

構
築

【
単

科
精

神
科

病
院

（
リ

ン
グ

ホ
ス

ピ
タ

ル
）
の

取
組

】

大
学

病
院

と
し

て
の

強
み

を
活

か
し

、
研

修
等

に
よ

り
、

県
内

の
精

神
科

医
間

の
顔

の
見

え
る

関
係

・
信

頼
関

係
を

構
築

【
既

存
の

取
組

の
サ

タ
ー

ン
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

よ
る

統
合

】
•

千
葉

大
研

修
参

加
者

有
志

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
協

力
の

呼
び

か
け

を
行

い
、

連
携

体
制

を
構

築

•
千

葉
大

病
院

の
病

棟
主

任
実

務
者

が
、

コ
ア

ホ
ス

ピ
タ

ル
他

科
担

当
者

か
ら

現
場

連
携

の
相

談
を

メ
ー

ル
で

受
け

付
け

、
課

題
を

リ
ス

ト
化

し
て

各
リ

ン
グ

ホ
ス

ピ
タ

ル
担

当
者

に
配

布
共

有
す

る
こ

と
で

、
総

合
病

院
リ

エ
ゾ

ン
連

携
の

よ
う

な
顔

の
見

え
る

連
携

を
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

内
他

科
・
精

神
科

間
連

携
に

も
拡

大
•

定
期

的
派

遣
訪

問
で

連
携

に
係

る
問

題
の

解
決

を
図

り
、

良
好

な
関

係
を

維
持

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

経
験

者
の

県
内

へ
の

拡
が

り
と

と
も

に
、

ク
ロ

ザ
ピ

ン
使

用
も

拡
大

千
葉

県
か

ら
の

報
告

36

好
事

例
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精
神

障
害

者
地

域
生

活
支

援
広

域
調

整
等

事
業

（
地

域
生

活
支

援
広

域
調

整
会

議
等

事
業

）
（

改
正

）

【精
神
障
害
者
地
域
移
行
・地
域
定
着
推
進
協
議
会
】

○
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
、
障
害
保
健
福
祉
圏
域
ご
と

の
保

健
・医
療
・福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
と
し
て
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
精
神
科
病
院
の
医
師
、
相
談
支
援

事
業
所
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
等
で
構
成
す
る
精
神
障
害
者
地
域
移
行
・地
域
定
着
推

進
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
、
障
害
保
健
福
祉
圏
域
ご
と
の
保
健
・

医
療
・福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
通
じ
て
、
精
神
科
医
療
機
関
、
そ
の
他
の
医
療
機
関
、
地
域
援
助
事

業
者
、
市
町
村
な
ど
と
の
重
層
的
な
連
携
に
よ
る
支
援
体
制
を
構
築
が
重
要
で
あ
り
、
第
５
期
障
害
福
祉
計
画
の

成
果
目
標
と
し
て
も
圏
域
ご
と
の
協
議
の
場
の
設
置
が
求
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。

○
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
更
に
推
進
さ
せ
る
た
め
協
議
会
の
設
置
主
体
を

保
健
所
設
置
市
及
び
特
別
区
ま
で
拡
大
す
る
予
定
。

37

平
成

28
年

度

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

実
施

主
体

平
成

29
年

度

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

保
健

所
設

置
市

又
は

特
別

区

都
道

府
県

地
域

生
活

支
援

事
業

（
必

須
事

業
（
広

域
的

な
支

援
事

業
）
）
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主
な
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
広
域
調
整
等
事
業
の
平
成
２
７
年
度
の
実
施
状
況

番
号

自
治
体

精
神
障
害

者
地
域
移

行
・
地
域

定
着
推
進

協
議
会

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

事
業

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト

の
活
用

番
号

自
治
体

精
神
障
害

者
地
域
移

行
・
地
域

定
着
推
進

協
議
会

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

事
業

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト

の
活
用

番
号
自
治
体

精
神
障
害

者
地
域
移

行
・
地
域

定
着
推
進

協
議
会

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

事
業

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト

の
活
用

1
北
海
道

×
×

×
24

三
重
県

○
×

○
48

札
幌
市

×
×

○

2
青
森
県

×
×

×
25

滋
賀
県

×
×

×
49

仙
台
市

×
×

×

3
岩
手
県

○
×

×
26

京
都
府

×
×

×
50

さ
い
た
ま
市

×
×

×

4
宮
城
県

○
×

×
27

大
阪
府

×
×

○
51

千
葉
市

×
×

×

5
秋
田
県

○
×

×
28

兵
庫
県

○
×

×
52

横
浜
市

×
×

×

6
山
形
県

×
×

×
29

奈
良
県

×
×

×
53

川
崎
市

×
×

×

7
福
島
県

×
×

×
30

和
歌
山
県

×
×

○
54

相
模
原
市

×
×

×

8
茨
城
県

○
×

×
31

鳥
取
県

×
×

×
55

新
潟
市

×
×

×

9
栃
木
県

○
×

○
32

島
根
県

×
×

○
56

静
岡
市

×
×

×

10
群
馬
県

○
×

○
33

岡
山
県

○
×

○
57

浜
松
市

×
×

×

11
埼
玉
県

○
×

○
34

広
島
県

×
×

×
58

名
古
屋
市

×
×

×

12
千
葉
県

○
×

○
35

山
口
県

×
×

×
59

京
都
市

○
×

○

13
東
京
都

○
○

○
36

徳
島
県

×
×

○
60

大
阪
市

○
×

○

14
神
奈
川
県

○
×

○
37

香
川
県

○
×

×
61

堺
市

×
×

×

15
新
潟
県

○
×

○
38

愛
媛
県

×
×

○
62

神
戸
市

×
×

○

16
富
山
県

○
○

○
39

高
知
県

×
×

○
63

岡
山
市

×
×

○

17
石
川
県

○
×

○
40

福
岡
県

○
×

×
64

広
島
市

×
×

×

18
福
井
県

×
×

×
41

佐
賀
県

×
×

×
65

北
九
州
市

○
×

×

19
山
梨
県

×
×

×
42

長
崎
県

×
×

×
66

福
岡
市

×
×

×

20
長
野
県

○
×

×
43

熊
本
県

×
×

×
67

熊
本
市

×
×

×

21
岐
阜
県

○
×

○
44

大
分
県

○
×

×
合
計

28
3

25

22
静
岡
県

×
○

×
45

宮
崎
県

○
×

×

23
愛
知
県

○
×

○
46

鹿
児
島
県

○
×

×

47
沖
縄
県

○
×

○

平
成
27
年
度
地
域
生
活
支
援
事
業
費
補
助
金
及
び

障
害
者
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
の
事
業
実
績
報
告
書
よ
り

38
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精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

の
推

進

○
平

成
28

年
3月

2日
「
中

核
的

人
材

育
成

研
修

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
会

議
」
（

44
自

治
体

、
16

1名
の

参
加

）
＜

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
例

）
＞

【
報

告
】
テ

ー
マ

「
自

治
体

に
お

け
る

人
材

育
成

・
地

域
移

行
の

取
組

」
【
講

義
】
「
地

域
移

行
を

進
め

る
た

め
に

保
健

所
を

中
心

と
し

た
取

組
み

」
な

ど

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

国

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

都
道

府
県

・
政

令
市

都
道

府
県

等
研

修
の

企
画

地
域

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

県
内

関
係

者
か

ら
の

個
別

相
談

・
支

援
対

応

地
域

移
行

に
関

わ
る

保
健

・
医

療
・

福
祉

の
一

体
的

取
組

精
神
科
病
院

指
定
一
般
・
特
定

相
談
支
援
事
業
者

市
町
村

保
健
所

定
期

的
な

全
国

会
議

の
企

画
都

道
府

県
等

研
修

へ
の

協
力

○
長

期
入

院
精

神
障

害
者

の
地

域
移

行
推

進
の

た
め

、
都

道
府

県
等

（
都

道
府

県
・
政

令
市

）
の

実
践

的
な

取
組

を
共

有
す

る
と

と
も

に
、

他
の

都
道

府
県

等
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成
を

支
援

す
る

こ
と

に
よ

り
好

事
例

の
横

展
開

を
図

る

○
都

道
府

県
等

に
お

い
て

、
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
の

設
置

、
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

の
活

躍
の

場
の

拡
大

、
地

域
移

行
に

取

り
組

む
人

材
の

育
成

、
市

町
村

支
援

の
強

化
等

に
関

す
る

取
組

を
推

進
す

る

○
平

成
28

年
6月

30
日

「
精

神
障

害
者

の
地

域
移

行
担

当
者

等
会

議
」

（
60

自
治

体
、

21
8名

の
参

加
）

＜
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
【
報

告
】
「
長

期
入

院
精

神
障

害
者

地
域

移
行

総
合

的
推

進
体

制
検

証
事

業
の

取
組

と
成

果
～

地
域

移
行

推
進

連
絡

会
議

の
効

果
的

な
進

め
方

～
」

【
発

表
】
「
精

神
障

害
者

地
域

移
行

・
地

域
定

着
推

進
協

議
会

（
協

議
会

の
専

門
部

会
含

む
）
の

設
置

の
進

め
方

と
課

題
」

【
講

義
】
「
地

域
移

行
を

進
め

る
た

め
の

仕
組

み
作

り
～

保
健

所
と

事
業

者
と

ピ
ア

の
協

働
～

」
「
相

談
支

援
事

業
所

の
活

動
の

実
際

」
な

ど

※
１

障
害

者
総

合
支

援
法

第
２

条
第

２
項

第
１

号
第

２
条

第
２

項
都

道
府

県
は

、
こ

の
法

律
の

実
施

に
関

し
、

次
に

掲
げ

る
責

務
を

有
す

る
。

第
１

号
市

町
村

が
行

う
自

立
支

援
給

付
及

び
地

域
生

活
支

援
事

業
が

適
正

か
つ

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

市
町

村
に

対
す

る
必

要
な

助
言

、
情

報
の

提
供

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
こ

と
。

※
１

※
２

※
２

障
害

者
総

合
支

援
法

第
２

条
第

３
項

第
２

条
第

３
項

国
は

、
市

町
村

及
び

都
道

府
県

が
行

う
自

立
支

援
給

付
、

地
域

生
活

支
援

事
業

そ
の

他
こ

の
法

律
に

基
づ

く
業

務
が

適
正

か
つ

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

市
町

村
及

び
都

道
府

県
に

対
す

る
必

要
な

助
言

、
情

報
の

提
供

そ
の

他
の

援
助

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

39

○
平

成
29

年
2月

16
日

「
第

２
回

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

担
当

者
等

会
議

」
（

58
自

治
体

、
20

7名
の

参
加

）
＜

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

【
講

義
】
「
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
向

け
た

協
議

会
の

活
用

に
つ

い
て

」
～

行
政

・
病

院
・
福

祉
・
ピ

ア
の

取
組

推
進

～
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

【
演

習
・
発

表
】
「
地

域
で

地
域

移
行

を
推

進
し

、
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

の
た

め
の

戦
略

を
ブ

ラ
ッ

シ
ュ

ア
ッ

プ
し

よ
う

」
な

ど

資
料

掲
載

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

：
ht

tp
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/s

tf
/s

ei
sa

ku
ni

ts
ui

te
/b

un
ya

/0
00

00
44

47
3.

ht
m

l 39
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精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
、

医
療

計
画

、
障

害
福

祉
計

画
、

介
護

保
険

事
業

（
支

援
）計

画
が

連
動

す
る

よ
う

に
、

よ
り

速
や

か
に

地
域

の
実

態
を

把
握

す
る

こ
と

の
で

き
る

指
標

を
盛

り
込

ん
だ

精
神

保
健

福
祉

資
料

へ
と

見
直

し
を

行
う

。

精
神

保
健

福
祉

資
料

の
見

直
し

（
6

3
0

調
査

の
改

善
）

現
状

・
課

題
○

精
神
障
害

に
も
対
応

し
た

地
域

包
括
ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構
築
に

向
け

て
、

医
療
計
画

、
障

害
福

祉
計
画
、

介
護

保
険

事
業
（
支

援
）

計
画

が
連

動
す
る

よ
う
に
、

都
道

府
県

単
位
及
び

二
次

医
療

圏
単
位
の

共
通

の
ア

ウ
ト
カ
ム

指
標

を
設

定
す
る
必

要
が

あ
る

。
○

精
神
保
健

福
祉
資
料

（
63
0調

査
）

を
用
い

た
指

標
は

、
現
時
点

で
入

手
可

能
な
最
新

の
デ

ー
タ
は

３
年
前

（
平

成
25
年

度
）
と

な
っ

て
お

り
、

計
画

の
進
捗
管

理
に

課
題

が
あ
る
。

こ
の

た
め

、
よ
り
速

や
か

に
地

域
の
実
態

を
把

握
で

き
る
よ
う

に
、

63
0調

査
の

改
善

を
図

る
と

と
も
に

ND
Bを

用
い
て

、
新

た
な

ア
ウ
ト
カ

ム
指

標
を

設
定
す
る

必
要

が
あ

る
。

対
応

方
針

（
精
神

保
健

福
祉
資
料

の
見
直

し
、

63
0調

査
の

改
善

、
Ｎ

Ｄ
Ｂ

の
活
用
）

指
標

早
期

退
院

支
援

の
取

組
状

況
を

評
価

す
る

観
点

地
域

移
行

の
進

捗
状

況
を

評
価

す
る

観
点

医
療

計
画

１
年

未
満

入
院

患
者

の
平

均
退

院
率

【
63

0調
査

】

退
院

患
者

平
均

在
院

日
数

【
患

者
調

査
】

３
か

月
以

内
再

入
院

率
【

63
0調

査
】

在
院

期
間

５
年

以
上

６
５

歳
以

上
の

退
院

患
者

数
【

63
0調

査
】

認
知

症
新

規
入

院
患

者
２

ヶ
月

以
内

退
院

率
【

63
0調

査
】

障
害

福
祉

計
画

入
院

後
３

か
月

時
点

の
退

院
率

【6
30

調
査

】

入
院

後
１

年
時

点
の

退
院

率
【

63
0調

査
】

長
期

在
院

者
数

の
減

少
割

合
【

63
0調

査
】

指
標

早
期

退
院

支
援

の
取

組
状

況
を

評
価

す
る

観
点

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
進

捗
状

況
を

評
価

す
る

観
点

医
療

計
画

障
害

福
祉

計
画

入
院

後
３

か
月

時
点

の
退

院
率

【※
】

入
院

後
６

か
月

時
点

の
退

院
率

【※
】

入
院

後
１

年
時

点
の

退
院

率
【
※

】
※

63
0調

査
/N

DB

精
神

病
床

に
お

け
る

１
年

以
上

長
期

入
院

患
者

数
【
※

】

精
神

病
床

に
お

け
る

65
歳

以
上

１
年

以
上

長
期

入
院

患
者

数
【※

】

精
神

病
床

に
お

け
る

65
歳

未
満

１
年

以
上

長
期

入
院

患
者

数
【※

】

※
63

0調
査

/N
DB

現 状 Ｈ 30 か ら

4
0

※
３

ヶ
月

以
内

再
入

院
率

を
含

め
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

有
用

な
指

標
の

活
用

を
検

討
す

る
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３ 精神科救急医療体制の整備について 

 

（１）平成２９年度精神科救急医療体制整備事業の実施について  

   精神科救急医療体制整備事業については、平成２０年５月２６日付け障発

第０５２６００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神障害保健課

長通知の別紙「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」（以下「実施要綱」

という。）により実施しているところであり、平成２８年９月２０日付け障

発第０９２０第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知により実

施要綱の一部改正をお知らせしたところである。 

  当該事業に関して、以下の３点をご留意いただくようお願いしたい。  

   １点目、平成２８年１２月８日にとりまとめられた「相模原市の障害者支

援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」報告書を踏まえ、当

該事業の精神科救急医療体制連絡調整委員会等を活用し、措置入院の適切な

運用の在り方について、精神科医療関係者や都道府県、市町村、警察等の関

係者の相互理解を推進するよう努められたい。  

   ２点目、身体合併症を有する精神障害者が必要な医療を受けられるよう、

精神科救急医療圏域毎に、身体科と精神科との連携体制の構築が図られるよ

う取り組んでいただきたい。この際、圏域毎の精神科救急医療体制及び身体

合併症患者の医療提供体制に係る検討部会を活用されたい。 

   ３点目、関係機関（警察、消防、一般救急等）の実務者等に対して、精神

科救急医療体制連絡調整委員会等で検討し取り決めた精神科救急医療体制

の運用上のルールの周知徹底を図られたい。また、個別事例の検討やグルー

プワーク等を通じて地域の精神科救急医療体制の実情を関係者間で共有し

相互理解に努められたい。 

各都道府県におかれては、本事業を通して、緊急な医療を必要とする全て

の精神障害者等が、迅速かつ適正な医療を受けられるよう、精神科救急医療

体制の確保に引き続き努めていただきたい。 

 

（２）精神科救急における消防機関と関係他機関の連携について  

今般、消防庁主催の「平成２８年度救急業務のあり方に関する検討会」に

おいて、精神疾患と身体疾患の合併症の困難事例の解消に向けた検討をして

おり、円滑な救急搬送のためには、精神科の医療関係者や救急の医療関係者

をはじめ、消防関係者等が、平時から、会議等の場を通じて、体制の構築と

課題を解決していくことが重要であるとの意見がとりまとめられた。 

当該趣旨を踏まえ、平成２８年１２月２６日障精発１２２６第２号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部精神障害保健課長通知により、各都道府

県・指定都市に対して、精神科救急医療体制の確保にあたり、積極的に消防

関係者等との連携を図っていただくよう、関係者への周知を依頼したところ

である。 

引き続き、消防関係者等との連携強化に努めていただきたい。 
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４ 自立支援医療について  

 

（１）負担上限額の経過的特例措置について  

障害者総合支援法施行令附則第 12 条及び第 13 条に基づく、自立支援医

療の支給認定に係る政令で定める基準及び負担上限月額の経過的特例※に

ついては、平成 30 年３月 31 日までとされており、この経過的特例の平成

30 年４月 1 日以降の取扱いについては、平成 29 年末頃までに決定する予定

である。 

平成 29 年度の支給認定に関して、経過的特例の対象となる方が、平成 30

年４月 1 日以降も自立支援医療を受けることが必要と判断される場合は、

平成 28 年 12 月 22 日付事務連絡のとおり、受給者証に経過的特例が延長さ

れた場合の有効期間を別途記載することで、仮に平成 30 年４月 1 日以降も

経過的特例が延長された場合の手続きを不要とすることができることとし

ているので、適宜の対応をよろしくお願いしたい。  

   

※経過的特例  

   １ 高額治療継続者（いわゆる「重度かつ継続」）の方については、市町村民税  

の所得割の額が 23 万５千円以上の世帯に属する方も自立支援医療の対象とし 

ている経過的特例  

 

２ 負担上限月額を、高額治療継続者で市町村民税所得割の額が 23 万５千円以  

上の方については２万円、育成医療の中間所得層（市町村民税所得割額が 23 

万５千円未満）の方については、市町村民税所得割３万３千円未満の世帯は  

５千円、市町村民税所得割３万３千円以上 23 万５千円未満の世帯は１万円と  

している経過的特例  

 

（２）精神通院医療の支給認定等におけるマイナンバーの取扱いについて  

自立支援医療（精神通院医療）の支給認定等の事務（以下、「当該事務」

という。）における市町村の個人番号の取扱いについて、平成 27 年 12 月 28

日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課／障害福祉課／精神・

障害保健課事務連絡｢障害保健福祉分野における番号制度の取扱いに係る

留意事項等について｣（以下「12 月 28 日付事務連絡」という。）のＱ＆Ａ９

番において、｢実態として市町村が事務を行っている場合には、都道府県と

市町村の間に委託関係が成立していると考えられることから、市町村を個

人番号利用事務実施者と解して問題ない。｣と整理していたところである。 

この取扱いについて、今般、内閣官房番号制度推進室との調整を行った

結果、市町村が個人番号を利用して当該事務を行うためには、実態として

市町村が事務を行っているだけではなく、各都道府県において、地方自治

法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 17 の２第１項に基づく事務処理特

例条例を制定する等、明文の規定に基づいて、市町村が当該事務を行う者
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として位置づけることが必要との整理を行ったところである。  

このため、市町村が当該事務を行うこととする都道府県におかれては、

早期に事務処理特例条例を制定し、当該事務を市町村に移譲していただく

ようお願いする。 

なお、12 月 28 日付事務連絡のＱ＆Ａ９番については、このことを踏まえ

た所要の対応が各自治体において行われた後に廃止することとするので、

併せて御承知願いたい。 
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５ 障害支援区分の認定について  

 

（１）障害支援区分の適切な認定の推進について 

障害支援区分については、社会保障審議会障害者部会等において審査判定

実績に地域差が見られる等の指摘があったことを受け、平成２７年度に制度

の運用における課題を把握するための実態調査を行い、 

①制度の趣旨や運用を周知徹底し､市町村審査会による適正な審査を担保す

ること 

②都道府県が実施する研修の充実と参加促進を図り､認定調査員･審査会委

員･主治医の質的担保を図ること 

③上位区分への構成割合のシフト等､障害支援区分の審査判定の傾向につい

て引き続き分析を行うこと 

が今後の課題として把握された。 

これらの結果を受け、国としても、市町村の実際の認定状況を調査する事

業や、市町村審査会を訪問し実態を把握する事業に平成２８年度より取り組

んでおり、平成２９年度においても引き続き実施する予定である。 

平成２８年度事業の結果については今後とりまとめの上、情報提供する予

定だが、平成２９年度事業の実施について引き続きご理解をお願いしたい。 

なお、平成２８年度事業において把握された、障害支援区分の適切な認定

のための自治体独自の取組について参考資料に添付しているので、管内市区

町村へ情報提供されたい。 

また、障害支援区分の適切な運営のためには、制度の趣旨や障害への理解

を深めた上で、法令等の規定に従って認定調査及び審査判定を行うことが重

要である。 

管内市区町村に対し、法令の規定や制度の趣旨・運用についてあらためて

周知し、認定事務を遺漏なく実施できる体制の整備を徹底いただくとともに、

都道府県研修会への積極的な参加を呼びかけ、認定調査員及び市町村審査会

委員の理解促進に努めるようお願いしたい。  

 

（２）難病患者等に対する認定マニュアルの活用について 

「難病患者等に対する認定マニュアル」は、全国の市町村において難病等

に配慮した障害支援区分の認定調査及び市町村審査会における審査判定が

円滑に行われるよう、「難病の基本的な情報」、「難病の特徴」、「認定調査の

留意点」等を整理し、実際に認定業務に携わる者を対象に作成したものであ

る。 

障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲については、現在見直しを行

っており、平成２９年４月施行予定としている。施行後は速やかに本マニュ

アルを改訂する予定であるので、各都道府県におかれては、管内市町村、関

係機関等へ周知いただくとともに、本マニュアルを活用した研修会を開催す

るなど、障害支援区分認定の適切な実施に向けた取組について御協力をお願
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いしたい。 

 

（３）障害支援区分認定事務費の一般財源化  

市町村における障害支援区分の認定事務に係る経費については、平成２７

年度まで地域生活支援事業費補助金のメニューとして補助してきたところ

であるが、 

・すべての市町村で認定事務が行われ、すでに市町村の事務として同化定着

していること、 

・介護の認定事務に係る経費については、既に一般財源化されていること  

から、当該経費について平成２８年度から一般財源化を行っている。 

当該経費に要する所要額については、地方交付税措置を講じているので、

管内市区町村へ周知の上、引き続き、円滑な認定事務の実施をお願いする。 
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6
.8

 

2
7
.3

 

4
2
.1

 

4
3
.3

 

2
4
.4

 

2
4
.6

 

5
7
.3

 

5
1
.7

 

1
7
.1

 

3
4
.5

 

2
4
.2

 

3
2
.4

 

3
4
.8

 

4
2
.7

 

3
0
.7

 

2
3
.0

 

0
.0

4
0
.0

8
0
.0

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

1
0
.7

 

7
.3

 

1
2
.5

 

6
.9

 

0
.0

 

6
.3

 

7
.7

 

4
.9

 

6
.7

 

0
.0

 

3
.0

 

1
.2

 

1
0
.6

 

2
5
.0

 

8
.3

 

0
.0

 

2
0
.0

 

0
.0

 

0
.0

 

3
3
.3

 

2
5
.0

 

0
.0

 

4
0
.0

 

0
.0

 

0
.0

 

5
0
.0

 

0
.0

 

0
.0

 

2
5
.0

 

0
.0

 

0
.0

4
0
.0

8
0
.0

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

支
援

区
分

程
度

区
分

程
度

平
均

1
8
.5

％
支

援
平

均
5
.7

％
程

度
平

均
4
1
.4

％
支

援
平

均
9
.7

％
程

度
平

均
4
1
.0

％
支

援
平

均
1
3
.4

％
程

度
平

均
1
9
.9

％
支

援
平

均
8
.3

％

障
害

種
別

上
位

区
分

変
更

率
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「
障
害
支
援
区
分
の
認
定
状
況
の
実
態
に
関
す
る
分
析
」
調
査

（
平
成
２
７
年
度
障
害
者
支
援
状
況
等
調
査
研
究
事
業
）

１
．
調
査
の
目
的

制
度
運
用
に
お
け
る
課
題
を
把
握
す
る
た
め
、
障
害
支
援
区
分
の
構
成
割
合
が
全
国
平
均
と
比
較
し
て
乖
離
の
あ
る
自
治
体

等
に
つ
い
て
個
別
に
そ
の
認
定
状
況
等
を
調
査
し
、
２
次
判
定
に
お
け
る
引
き
上
げ
割
合
の
高
い
要
因
等
に
つ
い
て
分
析
・
検

証
す
る
。

２
．
調
査
実
施
主
体

み
ず
ほ
情
報
総
研
株
式
会
社
（
厚
生
労
働
省
の
委
託
事
業
と
し
て
実
施
）

３
．
調
査
方
法

（
１
）
過
去
の
障
害
程
度
区
分
及
び
障
害
支
援
区
分
の
認
定
デ
ー
タ
の
分
析

（
２
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

・
全
国
か
ら
10
0自
治
体
を
抽
出
し
、
自
治
体
調
査
票
、
認
定
調
査
員
調
査
票
、
審
査
会
委
員
調
査
票
を
配
布
、
自
治
体
の
障
害

支
援
区
分
担
当
者
及
び
認
定
調
査
員
・
審
査
会
委
員
に
回
答
を
依
頼
。

（
10
0自
治
体
の
内
訳
）

①
一
次
判
定
の
障
害
支
援
区
分
構
成
割
合
が
高
い
自
治
体

25
市
町
村

②
〃

低
い
自
治
体

25
市
町
村

③
二
次
判
定
の
区
分
の
変
更
率
が
高
い
自
治
体

25
市
町
村

④
〃

が
低
い
自
治
体

25
市
町
村

※
一
定
の
規
模
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
2
6
年
度
に
報
告
さ
れ
た
認
定
件
数
が
3
0
件
以
上
で
あ
る
5
8
4
自
治
体
か
ら
抽
出

（
３
）
審
査
会
資
料
調
査

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
と
し
た
10
0自
治
体
に
つ
い
て
、
実
際
の
審
査
会
資
料
等
を
収
集
し
、
二
次
判
定
に
お
け
る
区
分
変

更
の
根
拠
等
を
調
査
。

４
．
回
収
率
等

○
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

○
審
査
会
資
料
調
査

配
布
数

回
収
数

回
収
率

自
治
体
調
査
票

1
0
0

9
8

9
8
.
0
％

認
定
調
査
員
調
査
票

各
自
治
体
よ
り
配
布

8
3
5

-

審
査
会
委
員
調
査
票

各
自
治
体
よ
り
配
布

8
7
1

-

依
頼
数

回
収
数

回
収
率

市
町
村
審
査
会
資
料

2
,
0
0
0

1
,
8
6
8

9
3
.
4
％

特
記
事
項

2
,
0
0
0

1
,
9
0
9

9
5
.
5
％

医
師
意
見
書

2
,
0
0
0

1
,
9
0
8

9
5
.
4
％
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｢
障
害
支
援
区
分
の
認
定
状
況
の
実
態
に
関
す
る
分
析
｣
調
査
結
果
概
要

○
過
去
の
認
定
デ
ー
タ
の
分
析
結
果
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
内
容
の
集
計
結
果
等
を
も
と
に
検
証
を
行
っ
た

結
果
､
以
下
の
課
題
が
示
唆
さ
れ
た
。

①
制
度
の
趣
旨
や
運
用
を
周
知
徹
底
し
､
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
適
正
な
審
査
を
担
保
す
る
こ
と
が

必
要
。

･
審
査
会
に
お
い
て
、
更
新
前
の
区
分
や
利
用
者
の
利
用
希
望
サ
ー
ビ
ス
を
参
考
に
区
分
を
引
き
上
げ
る
､
一
次
判
定
で
す
で
に
評
価
さ
れ
て
い
る
内

容
を
根
拠
に
区
分
を
引
き
上
げ
る
等
､
運
用
上
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
存
在
し
た
。

･
市
町
村
担
当
者
に
お
い
て
も
､
｢
二
次
判
定
の
区
分
変
更
率
が
高
い
自
治
体
｣
で
は
更
新
前
の
区
分
と
異
な
る
一
次
判
定
結
果
が
出
た
場
合
に
引
き

上
げ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
る
自
治
体
が
7
自
治
体
/
2
4
自
治
体
存
在
し
た
。

②
都
道
府
県
が
実
施
す
る
研
修
の
充
実
と
参
加
促
進
を
図
り
､
認
定
調
査
員
･
審
査
会
委
員
･
主
治
医

の
質
的
担
保
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

･
都
道
府
県
が
実
施
す
る
市
町
村
審
査
会
委
員
研
修
へ
障
害
支
援
区
分
施
行
以
降
に
参
加
し
た
割
合
は
､
｢
③
二
次
判
定
の
区
分
変
更
率
が
高
い
自
治

体
｣
の
審
査
会
委
員
が
調
査
対
象
者
全
体
よ
り
低
か
っ
た
。

･
｢
③
二
次
判
定
の
区
分
変
更
率
が
高
い
自
治
体
｣
で
は
､
医
師
意
見
書
や
認
定
調
査
票
の
特
記
事
項
の
記
載
の
有
無
に
有
意
差
が
見
ら
れ
た
。

･
認
定
調
査
員
が
判
断
に
迷
う
調
査
項
目
に
一
定
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
ほ
か
､
特
に
知
的
障
害
･
精
神
障
害
の
方
に
つ
い
て
調
査
に
困
難
を
感
じ
る
部

分
が
あ
る
と
回
答
し
た
者
が
多
数
存
在
し
た
。

･
都
道
府
県
が
実
施
す
る
認
定
調
査
員
等
向
け
研
修
に
つ
い
て
内
容
が
不
十
分
､
受
講
が
困
難
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

③
上
位
区
分
へ
の
構
成
割
合
の
シ
フ
ト
等
､
障
害
支
援
区
分
の
審
査
判
定
の
傾
向
に
つ
い
て
は
､
引

き
続
き
分
析
が
必
要
。

･
認
定
実
績
デ
ー
タ
の
経
年
変
化
の
比
較
で
は
､
障
害
支
援
区
分
の
一
次
判
定
結
果
は
､
障
害
程
度
区
分
の
二
次
判
定
よ
り
も
区
分
１
が
少
な
く
､
区
分

４
が
多
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
､
そ
の
他
の
区
分
の
構
成
割
合
は
過
去
の
増
加
･
減
少
傾
向
を
引
き
継
ぐ
傾
向
で
あ
っ
た
。

･
有
識
者
か
ら
は
障
害
支
援
区
分
で
は
一
次
判
定
の
時
点
で
障
害
程
度
区
分
の
二
次
判
定
と
ほ
ぼ
同
じ
結
果
が
出
て
お
り
､
障
害
特
性
を
よ
り
反
映
し

た
一
次
判
定
が
で
き
て
い
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

･
6
5
歳
以
上
で
平
均
区
分
が
上
昇
す
る
傾
向
が
障
害
程
度
区
分
･
障
害
支
援
区
分
で
同
様
に
見
ら
れ
､
全
申
請
者
に
占
め
る
6
5
歳
以
上
の
割
合
は
､
平
成

2
5
年
度
か
ら
平
成
2
6
年
度
に
か
け
て
増
加
し
て
い
た
。
対
象
者
の
高
齢
化
の
影
響
を
一
定
程
度
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

9
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障
害
支
援
区
分
の
適
切
な
認
定
を
推
進
す
る
た
め
の
取
組
例

○
認
定
調
査
員
に
対
す
る
自
治
体
独
自
研
修
の
開
催

自
治
体
規
模

人
口
約
1
5
万
人
、
年
間
認
定
件
数
約
2
7
0
件
、
認
定
調
査
員
数
6
1
名

取
組
の
概
要

・
認
定
調
査
を
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
に
委
託
し
て
実
施
し
て
お
り
、
委
託
先
の
認
定
調
査
員
を
対
象
に
自
治

体
独
自
で
研
修
を
開
催
。

・
調
査
員
の
数
も
多
く
調
査
結
果
の
バ
ラ
ツ
キ
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
障
害
程
度
区
分
か
ら
障
害
支
援
区
分
へ
の
変
更

点
に
つ
い
て
な
か
な
か
理
解
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
実
施
の
き
っ
か
け
。

・
研
修
内
容
と
し
て
は
、
個
々
の
障
害
者
に
必
要
な
支
援
を
い
か
に
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
視
点
か

ら
、
実
際
の
審
査
会
で
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
た
事
項
を
説
明
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

○
審
査
会
合
議
体
全
体
会
の
開
催

自
治
体
規
模

人
口
約
5
6
万
人
、
年
間
認
定
件
数
約
5
4
0
件
、
認
定
調
査
員
数
3
0
名
、
審
査
会
合
議
体
数
1
0
、
審
査
会
委
員
数
2
4
人

取
組
の
概
要

・
年
に
１
回
、
各
合
議
体
の
審
査
会
委
員
と
事
務
局
が
出
席
す
る
協
議
会
を
開
催
。

・
審
査
会
委
員
の
視
点
で
認
定
調
査
や
医
師
意
見
書
に
記
載
し
て
欲
し
い
こ
と
や
要
望
を
伝
え
る
場
と
な
っ
て
お
り
、

認
定
調
査
や
医
師
意
見
書
の
記
載
の
内
容
充
実
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

○
審
査
会
委
員
へ
の
自
治
体
独
自
研
修

自
治
体
規
模

人
口
約
5
5
万
人
、
年
間
認
定
件
数
6
2
0
件
、
審
査
会
合
議
体
数
6
、
審
査
会
委
員
数
3
0
人

取
組
の
概
要

・
審
査
会
委
員
を
対
象
と
し
た
自
治
体
独
自
の
研
修
を
実
施
。
普
段
と
は
違
う
合
議
体
で
の
模
擬
審
査
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
合
議
体
に
よ
る
審
査
方
法
の
違
い
を
各
々
の
委
員
が
実
感
で
き
、
審
査
の
平
準
化
に
役
立
っ
て
い
る
。

・
年
２
回
、
各
合
議
体
が
集
ま
る
審
査
会
全
体
会
を
開
催
し
、
合
議
体
毎
の
審
査
判
定
実
績
を
共
有
し
て
い
る
。

認 定 調 査 の 平 準 化

認 定 調 査 ・ 医 師 意 見

書 の 記 載 充 実

審 査 判 定 の 平 準 化
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